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例
会

記
録

〇
平
成
ニ
ニ
年I

月
例会
(第
八
〇
四
回
).
新
年
宴会

一
月I
九
日
(火)
道
後
公
民
館
出
席
者
三
四
名

年
頭挨
拶

松山子規会
会
長
井手康夫
氏

昨
年
九
月
例会
を
以
て' 
例会
八
〇
〇
回
を
迎
え
た
松
山
子
規会
は、 

諸
先
輩
の
偉
大
な
足
跡
に学
び
な
が
ら、
子
規
の研
究顕
釤
に
努
め
て来
 

た。
さ
ら
な
る発
展
を
願
つ
て' 現
在
進
行
中
の
『松
山発
子
規
事
典
』 

の
編
集
も、
成
果
を
重
ね
て
充実
し
つ
つ
あ
る。
今
年
も
' 会
員
各
位
の 

い
つ
そ
ぅ
の
ご
活
躍、
ご
協
力
を
期
待
す
る。

正
岡
子
規
漢
詩
.
和
歌
の
吟
詠

吟
道
明教
館
武
田
峰
松
氏 

杉
本松
雲
氏

夢想神伝
流居合演武松山子規会
監査森

 

慎
吾
氏

こ
の
後
宴会
に
移
り、
カ
ラ
オ
ケ
を楽
し
む
な
ど
盛会
で
あ
つ
た。

〇
平
成
ニ
ニ
年
二
月
例会
(第
八
〇
五
回
)

二
月
一
九
日(金)
正
宗
寺
本
堂
出
席
者
三
三
名

卓
話
「少
年
時
代
の
子
規
宅I帯

の
住
宅
地図

に
つ
い
て
」

県教
育委員会教
育専
門員柚山俊夫氏

「市
街
地
地価

I

筆
限
り
表
」
「流
慶
橋
寄
附
人
名
簿
」
と
「松
山
市
街 

全図
」
を対
照
す
る
こ
と
に
よ
つ
て、
少
年
時
代
の
子
規
宅
一帯
に
誰
が 

住
ん
で
い
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
り、
今
後
の
子
規研
究
に
役
立
つ
こ
と 

が
期
待
さ
れ
る。
そ
の
外、
少
年
時
代
の
子
規
に関
す
る
史
料
に
つ
い
て も

紹
介
さ
れ
た
が、
こ
れ
に
つ
い
て
は、
次号
に掲
載
の
无
疋
で
あ
る。 

講
演
「松
山
藩
士
と
し
て
の
井
手
正
雄
」

松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館学
芸
員
上
田 

I

樹
氏

子
規
の
和
歌
の
師
井
手真
掉(正
雄
)

の
松
山
藩
士
と
し
て
の
業
績
は、 

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い。
明
治
維
新
の
激
動
期
に
あ
っ
て、
親
藩
と
し 

て
苦
境
に
あ
っ
た
藩
主
を
よ
く
補
佐
し
た。
長
州
出
兵
の
事
後処
理
に
苦 

心
し、
維
新
後
久
松
家
出
資
の
金
融
機関

「栄
松
社
」
頭
取
を
務
め
る
な 

ど、
よ
く
主
家
を
支
え
た。
 

(本号
に
全内
容掲
載)

〇
平
成
ニ
ニ
年
三
月
例会
(第
八
〇
六
回
)

三
月I

九
日
(金)
正
宗
寺
本
堂
出
席
者
四
四
名

講
演
「小
山
(お
や
ま
)

家
の
人々
」

〜
大
原
家.
正
岡
家
と
の関

わ
り
〜
」

『松山発
子規事典，
編
集
委
員
渡
部
平
人
氏

子
規
が数
え
年
八歳
の
と
き
に
撮
影
さ
れ
た
「大
原
家
親
族
」
の写
真
が 

あ
る。
そ
の
前
列
向
か
っ
て
左
端
の
人
物
が、観
山
塾
塾
生
で
下
林
(現 

柬温
市)
由
屋
の总
子
小
山
市
次
郎
で
あ
る。
な
ぜ
彼
が、
大
原
家
親
族 

の写
真
に
加
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら、
小
山
家
に
つ
い
て
調 

査
し
て
み
る
と、
大
原
家
ニ
代当
主
恒
重
は
小
山
家
か
ら
の
養
子
で
あ
り、 

以来
、
小
山
家
と
大
原
家
と
は
親
戚関
係
が続
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ 

た。県
立図
書
館
に
納
め
ら
れ
た
「小
山
文
庫
」
の
膨
大
な
書
籍
か
ら
も 

う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に、
小
山
家
も、学
問
を
好
み、
文学
や
芸
術
を
愛 

す
る
家
風
で、
村
民
か
ら
敬
慕
さ
れ
て
い
た。

(次号
に
全内
容掲
載
予
定)



久
万
山
の
人
た
ち
と
柳
原
極
堂

〜
梅
木
順
子
追
慕

は
じ
め
に

私
が
尊
敬
し
て
や
ま
な
い
柳
原
極
堂
翁
【写
真1
】
が亡くなっ 

て
早
く
も
半
世
紀
が
過
ぎ
、
生
前
の
極
堂
翁
の謦
咳
に
接
し
た
人
も 

‘バ̂

0

 

ほ
と
ん
と
居
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

^

^

 

^

も
う
、
私
た
ち
は
書
物
や写
真
で
し
か 

頭
原
極
堂
さ
ん
を
知
る
こ
と
が
出来
な
い 

1
1

1
1

柳伝
説

の
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

以
前、
子
規会
に
は
多数
の
極
堂
信
者
が
い
た
。
中
で
も
三
井清
 

(
瓢
百
)

さ
ん
橘
春
美(
里
風
)

さ
ん、青

井
嘉寿
満
(極
杖)
さん 

等
は
子
規
堂.
子
規
庵
の
日参
組
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
の
顔
が 

見
え
な
いと
極
堂
さ
ん
は
「ど
う
し
た
ん
ぞ
、
す
ぐ来
て
く
れ
」
と 

催
促
の
葉
書
が来
た
と
い
う
。
し
か
し、
そ
の
用
件
は、
ほ
と
ん
ど 

子
規
さ
ん
に
閨
わ
る
事
で
あ
つ
た
そ
う
で
あ
る
。

極
堂
さ
ん
は、
新
聞
界
や
俳
界か
ら
引
退
し
て
い
た
が、
中
立
報
道 

で
人気
が
あ
っ
た
伊
豫
日
日
新
聞
社
長
や
松
山
市会
議
員
を
四
期
務 

め
た
こ
と
も
あ
り
、

い
く
ら
で
も

活
動
の
場
は
あ
つ
た
が
、そ
れ
ら

I会

報

I会

費
納
入
に
つ
い
て
お
願
い

会

誌
(
第
二
一
四号
)
の
送
付
で
二
十
一
年
度
の会
誌
の発
 

送
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は、
年会
費
の
納
入
ご
協
力
に
つ
い
て
お
願
い 

申
し
上
げ
ま
す
。
松
山
子
規会
は
皆様
の会
費
で
運営
い
た
し 

て
お
り
ま
す
。会

の
運営

の
円
滑
を
期
す
る
た
め
に
も
改
め
て 

ご
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

す
で
に
ご
入
金
下
さ
つ
て
い
る
方
も沢
山
い
ら
つ
し
や
い
ま 

す
が
、
一
二
四号
で会
費
切
れ
と
な
る
方
に
は
本
誌
に
振
替
用 

紙
を
同
封
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

平
成
二
十
ニ
年
度会
費
(
二
十
ニ
年
四
月
〜
二
十
三
年
三
月
) 

年会

費
三
、
0

0

0
円

尚

お
問
い
合
わ
せ
な
ど
に
つ
い
て
は
事
務
局
宇
和
宣
ま
で
ご
連 

絡
下
さ
い
。
(
0

八
九
—

九
七
六—
六
八
二
三)

松山子規会
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早
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も
半
世
紀
が
過
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、
生
前
の
極
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の謦
咳
に
接
し
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と
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も
う、
私
た
ち
は
書
物
や写
真
で
し
か 

原
極
堂
さ
ん
を
知
る
こ
と
が
出来
な
い 

柳伝
説

の
人
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

以
前、
子
規会
に
は
多数
の
極
堂
信
者
が
い
た
。
中
で
も
三
井清
 

(
瓢
百
)

さ
ん
橘
春
美(
里
風
)

さ
ん、青

井
嘉寿
満
(
極
杖)
さん 

等
は
子
規
堂.
子
規
庵
の
日参
組
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
の
顔
が 

見
え
な
い
と
極
堂
さ
ん
は
「ど
う
し
た
ん
ぞ
、
す
ぐ来
て
く
れ
」
と 

催
促
の
葉
書
が来
た
と
い
う
。
し
か
し、
そ
の
用
件
は、
ほ
と
ん
ど 

子
規
さ
ん
に関
わ
る
事
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

極
堂
さ
ん
は、
新
聞
界
や
俳
界
か
ら
引
退
し
て
い
た
が、
中
立
報
道 

で
人気
が
あ
っ
た
伊
豫
日
日
新
聞
社
長
や
松
山
市会
議
員
を
四
期
務 

め
た
こ
と
も
あ
り、
い
く
ら
で
も
活
動
の
場
は
あ
つ
た
が、
そ
れ
ら

ニ
神 

將

に
は
一
切
無関

係
で
子
規I筋
、
子
規顕
彰
に
全
て
の
余
生
を
捧
げ 

た
。
極
堂
さ
ん
の
口
癖
は
「子
規
の
史
跡
保
存、
ま
ず
、
子
規
句
碑 

を
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
が、
松
山
子
規会
の
創
設
で
あ
り、
松 

山
市
立
子
規
記
念
博
物
館
の
建
設
で
あ
っ
た
こ
と
はご
存
じ
のと
お
 

り
で
す
。
極
堂
さ
ん
は、
自
身
の
事
は
何
一
つ残
そ
ぅ
と
し
な
か
っ 

た
が、
子
規
記録
の
保
存
に
は
熱
心
で
納
得
が
い
く
ま
で
調
べ
記録
 

に残
し
た
。
そ
の
成
果
が
名
著
「友
人
子
規
」に結実
し
た
。
私
も 

極
堂
さ
ん
を
見
習
っ
て
少
し
で
も
極
堂
資
料
の
掘
り
起
こ
し
に
務
め 

た
い
と
願
つ
て
い
る
。

I

柳
原
家
系図

極
堂
さ
ん
の
家
系図
に
つ
い
て
は、
ま
だ
、
柳
原
家
か
ら
資
料
の 

全
面
開
示
が
無
い
の
で
不
明
な
箇
所
も
あ
る
が参
考
ま
で
に
資
料

1
 

(
柳
原
家
系図
)

と
し
て掲
載
し
た
。

一 1 一



& 卯 原 家 糸 図

(資料1)柳原家系図

妻
(林家より

柳原政成丨

—政徳林
新吾 

丨
長女

岩崎

「
長
女
(早
世
)

(1
1

1

家

(
養
子，)：

丨
利
(
卜
シ
次
女

)

软

原
氏
(先
妻
)

(小
倉
家
よ
り

)

梅
木
源
平
(養子

了満
喜
(
三
女
)

西
原伝
左衛
門

9

丨
四
女
(西
原妻 

丨
五
女
《

I

色
妻
)

,六
女
(早
世
)

，島
直
治
郎

「
正
心
(長
男

「
マ
ツ

(長
女
)

岩̂
^

厂

正
己

(
次
男
)

「
正
春

(
長
男
) 

1~

長
女
(
早
世
) 

ま
さ
子

丨
正
之
(極
堂
)

(木
原
家
養
子 

丨
正
博
(次男 

丨
ま

0

〔長女 

I
正
衛
(長男 

—
直
衛
(次男 

丨
じ
ゆ
(次女 

丨
脩
吉
(三男 

丨
順
子
(三女 

厂
強

(四男

丁
正
秋

(
次
男
) 

正
繁
(
三
男
)

I；

〕竹
田
博
文
妻

〕官
吏
.徳
島 

〕医
者.
興
居
島 

〕船
田
源
松
妻 

〕小
倉
家
養
子 

5

松
本
登
妻

.
早
世 

》小
倉
家
養
子

,敬
太
郎

(
長
男
) 

,治
男
(
次
男
)

—
義
任
(長
男
)

(
五
島
家
養
子

) 

厂
武
雄

(次
男
)

高
(長
男
)

卜
ラ
(柳
原
正
之
妻

)

柿
：原
英
夫

—智
(
長
男
〕

「
喜
久
子
(
長
女
) 

一-

弘
道
(
長
男
) 

(
岩
崎
家
養
子

) 

丨
弘
明
(
次
男
)

~ 7
親
子
(
ニ
女
) 

1
-

孝
之
(
三
男
)

丨
規
之
(
長
男
)

一 2 一



【写 真 4】 
西 原 義 任

【写 真 5】 
西 原 武 雄

水
死
。

四
男
梅
木強

明
治
三
年
生没

年
不
詳
。
小
倉
家
養
子
。
菅
生
村

長
。

三
女
梅
木
順
子
明
治
五
年
生
ニー
歳

松
本
登
と
結
婚
。
病
死
。 

《そ
の
他
》

岩
崎
一
高
【写真

3
】
慶応

三
年
生
七
七歳

極
堂
祖
父
外
孫
、 

ト
ラ
兄。

西
原
義
任
【写真

4
】
調
査
中
。
極
堂従
兄
弟、
慶応
義
塾
卒
。
裁 

判
官
。

西
原
武
雄
【写真

5
】
慶応
二
年
生
七
九歳
義
任
弟。
子規極

堂学
友
。

船
田
一
雄
明
治
十
年
生
七
ニ歳

東
大
卒
。
三
菱
本
社
理
事
長
。

1
高 
3 
1 

真
群
崎
I
 313

ニ
久
万
山
の
人
た
ち
と
極
堂
さ
ん

柳
原
家
と
久
万
山
の関
係
は、
極
堂
さ
ん
の
叔
母満
喜
が
梅
木
源

《柳
原
家
の
人々

》

柳
原
正
義
天
保
三
年
生
八
四歳
今
治.大日方家ょり
養子 

極
堂
父
。

柳
原
利
(
ト
シ
)

天
保
九
年
生
六
七歳

柳
原
政
德
次
女
。
極
堂 

生
母
。

柳
原
マ
ツ
生
年
不
詳
極
堂
姉。
自
由民権
家奥
島
直
治郎
妻。 

ニ
男

柳
原
正
之
慶応

三
年
生
九
〇歳

子
規
文
友
。
極
堂
。
伊
予
日々
 

社
長
。

柳
原
ト
ラ
明
治
三
年
生
八
ニ歳

岩
崎
一
高
妹
。
極
堂
妻
。

木
原
正
博
明
治
三
年
生
五
七歳
博
人。
極
堂弟。
木原家養 

子
。

《久
方
.
梅
木
家
の
人々

》

梅
木
源
平
天
保
六
年
生
、
明
治
ニ
一
死
去
五
三歳

小
倉
藤
太 

四
男
。

妻
梅
木満
喜
後
妻。
柳
原
正
之
母
利

(
トシ
)

の
妹、
生
年
不
詳
。

長
女
梅
木
ま
つ
生
年
不
詳。
元
松
山
藩
士
竹
田
博
文
【写真

2

】 

妻
。

長
男
梅
木
正衞

安
政
六
年
生
八
四歳

東
京
農
林
卒
。
官
吏
。

次
男
梅
木
直衞

文
久
二
年
生医

師
。
興
居
島
で
開
業

次
女
梅
木じ
ゆ
生
年
不
詳
。
久
万
村
船
田
源
松
に嫁
ぐ
。

三
男
梅
木
脩
吉
慶応

三
年
生一一
六歳
明
治学
院
卒。
牧
師
。
東 

明
神
庄
屋
小
倉
家
養
子
。伝
道
先
の
高
知県
で
渡
舟
中



平
の
後
妻
に
入
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
三
男
脩
吉
(
後
、
小
倉
家 

養
子
)

と
松
山
中学
で学
友
に
な
っ
て
一
層
密
接
に
な
っ
た
。

平
成
十
四
年
十
月、
本会
の
今
村
威
理
事
の
ご
努
力
に
よ
り
久
万 

町
西
明
神
の
小
倉
家
か
ら
子
規
さ
ん
の写
っ
て
い
る写
真
【写
言
パ

6
】 

が発
見
さ
れ
話
題
に
な
つ
たこ
と
はご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。
こ
れ 

に
よ
り
子
規
さ
ん
の写
真
は
三
十
六
枚
に
な
っ
た
。

真

(写
真
の説
明)

写
真
は
前
列
中
央
が
子
規、
右
が
極
堂、
左
が
小
倉
脩
吉。
後
方
右 

が
吉
田清
太
郎、
左
が
西
原
義
任
の
五
人
で、
い
ず
れ
も
松
山
中学
校
障 

の学
友
で
す。
東
京
遊学
前
の
明
治
十
六
年
三
月
二
日
午
後
四
時
に
松 

山
市
二
番
町
で
撮
影
し
た
と
記録
さ
れ
て
い
ま
す。

久
万
山
の
梅
木
家、
小
倉
家
及
び
船
田
家
は
伊
予
の
豪
族
河
野
家 

の
有
力
武将
大
野
氏
に属
し
、
伊
予
の国
境
を
守
護
し
て
い
た
が
、 

河
野
家
滅
亡
後
は、
土
着
し
て
庄
屋
と
な
つ
た
。

次
に
、
久
万
山
の
人
た
ち
と
極
堂
さ
ん
の
交
遊
に
つ
い
て
簡単
に 

触
れ
てお
く
こ
と
に
す
る
。

11

營

(
1
)

叔
父
梅
木
源
平
【写真

7

】
の
こ
と

(
浮
穴
史
談
三号

昭
和
三
十
年発

行
ょ
り
) 

極
堂
さ
ん
は
「源
平
は
叔
父
で 

あ
り
ま
す
が、
幼
少
の
時
に
三、
四 

度
と
二
十
一、
ニ歳

の
時
に
一
度 

逢
ふ
た
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
か 

ら、
私
は
叔
父
を
能
く
知
り
ま
せ
ん
。
私
の
父
は
叔
父
を
常
に
尊
敬 

し
て、
源
平
さ
ん
は
エ
ラ
ィ
人
な
ん
だ
ょ
。
久
万郷
の
庄
屋
仲
間
で 

は、
源
平
さ
ん
を
小
天
狗
と

I

般
に
呼
ん
で
居
る
と、
私
に
話
し
た 

こ
と
が
あ
つ
た
。
ま
た
、
十
四
五歳

の
時、
叔
父
の
家
に
ニ
泊
ば
か 

り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。」
と
語
つ
て
い
る
。

そ
の
後、
東
京
遊学
中、
叔
父
に
呼
ば
れ
日
本
橋
の
旅
館
で会
っ
た 

が
、
そ
の
時、
叔
父
は
予
土縦
断
道
路
の
補
助
金
要
望
に来
て
い
た
。 

叔
父
は
久
万
の
片
山
里
に
在
り
な
が
ら
子
女
の教
育
に
熱
心
で
極
堂 

さ
ん
は
こ
の
叔
父
の教
育
方
針
に
注
目
し、
地
域
社会
の発
展
の
た 

め
に
は
家
庭教
育
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
矢
つ
張 

り
、
叔
父
は
父
の
言
ぅ
と
お
り
エ
ラ
ィ
人
で
あ
つ
た
と
語
り
、

「今



【写 真 8 】
梅 木 (小倉)脩吉

【写 真 9 】
久万高原町菅生にある小倉脩吉，強 墓

は
昔
久
万
に薫

り
し
梅
の
花
」
の
句
を
叔
父
に
捧
げ
た
。

(
ニ
)

小
倉
脩
吉
追
想
【写真

8

】
【写真

9

】

脩
吉
は
叔
父
梅
木
源
平
の
三
男、
極
堂
さ
ん
と
は
同
年齢
の従
兄 

弟
。
松
山
中学
学
友
。
明
治
二
十
六
年
五
月、
牧
師
と
し
て
赴
任
中、 

吉
野
川
上
流
で
溺
れ
て
亡
く
な
っ
た
。
こ
の
悲
報
は、
偶々

西
條
に 

滞
在
中
の
極
堂
さ
ん
が
海
南
新
聞
を
見
て
知
っ
た
。

明
治
二
十
七
年
五
月
十
七
日、
極
堂
さ
ん
は、
親
友
脩
吉
と
の
十 

年
に
及
ぶ
交
遊
を
綴
っ
た
「亡
友
小
倉
脩
吉
君
」
を
海
南
新
聞
に掲
 

載
し
た
。
困
っ
て
助
け
を
求
め
て
い
た
親
友
の
窮状
に
答
え
ら
れ
な 

か
っ
た
後
悔
が、
極
堂
さ
ん
を
動
か
し
た
の
で
あ
ろ
ぅ
か
。
こ
の
友 

人
を
想
ぅ
記
事
は
切々

と
し
て
心
打
た
れ
る
。
訪
面
の関
係
で
一
部 

し
か掲
載
で
き
な
い
が、
機会
が
あ
れ
ば
是
非
全
文読
ん
で
頂
き
た

N4 
0

レ

「亡
友
小
倉
脩
吉
君 

柳
原
卯
木
生(抜
粋
)」

余
が
今
筐
底
に
深
く
秘蔵
す
る
一
葉
の写
真
あ
り、
眉
目
俊
秀
の 

好青
年
竪
襟
の
背広
服
を
身
に
ま
と
い
左
手
を
卓
子
に
置
き
右
手
を 

ポ
ケ
ッ
ト
に
埋
め
て
起
立
す
、
身
幹
長
大
胸
格広
闊
眞
に
偉
丈
夫
の 

風
采
あ
り
、
夜
色
沈々

孤
燈
明
滅
の
下、
余
が
十
年
の
往
事
を懐

ふ 

毎
に
未
だ
曾
て
一
度
も
胸
底
に
忘
却
せ
ら
れ
た
る
事
な
き
は実
に
斯 

の
好青
年
な
り
。…
…

中
略
。
余
は郷
里
に
在
る
某
社
の
聘
に応
じ 

て
東
都
を
去
れ
り
是
れ実
に
仝廿
ニ
年
の
春
と
す
。
彼
は
余
を
新
橋 

に
送
り
健
在々
々
の数
語
を
放
ち
て
袂
を
分
て
り
…

…

中
略
。

廿
六
年
余
西
條
に
遊
び
て
久
し
く
逗
留
す
、
一
日図
ら
ず
海
南
新 

聞
紙
を
手
に
し
て
大
凶
事
を発
見
し
ぬ、
夢
か
夢
な
ら
ば
ぎ
か
に覚
 

め
よ
夢
か
夢
な
ら
ば
遂
に覚
醒
す
る
勿
れ
よ
、
夢
中
の惨
暫
く
之
を 

忍
ば
ん
も
眞
と
成
っ
て
は
復
た
奈
何
せ
ん
歟
。
新
聞
紙
日
く
本県
久 

万
山
の
人
小
倉
脩
吉
氏
明
治学
院
を
卒
業
し
て
高
知
に
入
り
吉
野
川 

の
上
流
某
川
の
某
所
に
於
て
船
覆没
し
て
水
底
の
藻
肩
と
成
り
ぬ
。 

可
惜
此
有為
の青
年
を
し
て
空
し
く
非
命
の
死
を
遂
げ
し
め
た
る
や 

嗟
呼、
嗚
呼
之
を
如
何
に
せ
ん
遺
恨
吉
野
川
の
水
よ
り
深
く
其
流
よ 

り
長
し
、
之
を
以
て
察
す
る
に
彼
喪
失
せ
る
勇気
を
鼓
し
て
再
び
馬 

を
陳
頭
に
立
て
九
年
の
苦学
に
漸
く
成
業
を
見
で
高
知
に
派
遣
せ
ら 

れ
な
が
ら
此
非
命
の
死
に
斃
れ
た
る
も
の
な
る
事
明
な
り
、
彼仮
令 

未
だ
一
功
を収
め
ざ
る
も
其
不
撓
の
勇気
は
以
て
偉
人
物
た
る
を証
 

明
す
る
に
余
あ
る
哉
以
て
瞑
す
る
に
足
る
と
謂
ふ
べ
し
。
以
下
省
略
」



(
三
)

船
田
|
雄
と
の
交
遊
【写真

10
】

砠
 

船
田
一
雄
は、
東
明
神
村
船
田

一 

信衞
嫡
男
。
信衞
と
梅
木
源
平
と

1

 

は
年齢
が
一回
り
違
っ
て
い
た
が

0]
姻戚で
もあり大変
仲
も良かっ

鉑

た
。
船
田
家
は
庄
屋
で
あ
っ
た
が、 

写丨

家
計
は
苦
し
く
、
久
万
山
凶
荒
予 

備
組
合
か
ら
の奨
学
金
貸与
を
得
て
熊
本
五
高
に
進学
、
東
京
帝
大 

に
入学
し
た
が、
翌
年
父
信衞
が
死
亡
し
た
た
め、
貸与
金
は
家
族 

の
生
活
資
金
に
回
さ
れ、学
費
は、
海
南
新
聞
に掲

載
し
た
「東
京 

通
信
」
の
寄
稿
料
月
額
十
円(後
十
二
円)
を学

費
のI

部
に
充
て 

た
。
後
日'
雄
は
「柳
原
正
之
氏
の
厚
意
に
負
ふ
所
多
し
」
と
語
っ 

て
い
る
。
こ
の気
持
ち
が
極
堂
さ
ん
の
長
男
正
春
の
三
菱
入
社
に
繫 

が
っ
た
の
で
あ
ろ
ぅ
。

一
雄
は、検
事
か
ら転
身
し、
三
菱
入
社、専
務
か
ら
三
菱
本
社 

理
事
長
に
な
っ
て
世
間
を
驚
か
せ
た
。
昭
和
二
十
四
年、
墓参
の
た 

め
一
時帰
郷
し
た
際、ニ
ケ月
間
、
郡
中
町
の
甥
船
田
公
平
宅
で
病 

床
に
臥
し
た
。こ
れ
を
聞
き
つ
け、
極
堂
さ
ん
が
見
舞
つた。
恩
人 

で
も
あ
る
極
堂
さ
ん
の
見
舞
い
に、辞
退
す
る
極
堂
さ
ん
を
停
車
場 

ま
で
見
送
っ
た
。
二
人
の
交
遊
が
生
涯続
い
た証
し
で
あ
る
。

三
梅
木
順
子
追
慕

極
堂
さ
ん
は、
男
性
的
な
性
格
と
行
動
に
ょ
り
間
違
っ
た
印
象
を 

与
え
勝
ち
で
す
が、
見
掛
け
以
上
に
ナ
ィー

ブ
で
あ
り
、
優
し
い
人 

柄
で
あ
っ
た
。
兎
角、
明
治
人
は、
男
性
優
位
で
、
身
勝
手
な
人
が 

多数
い
る
が、
極
堂
さ
ん
は
そ
ぅ
で
は
な
か
っ
た
。

柳
原
家
で
は、
養
子
で
あ
っ
た
父
正
義
が
早
く隠
居
し、
極
堂
さ
ん 

は
七歳
で戸
主
に
な
っ
た
。両
親
は
早
く
結
婚
し
て
跡
取
り
を
願
っ 

た
が
、
極
堂
さ
ん
は
一
向
に
結
婚
し
な
か
っ
た
。
秋
山
好
古
は、
軍 

人
は
早
く
結
婚
する
と国
家
の
た
め
に
な
ら
な
い
と
言
っ
て
憚
ら
ず 

三
十
四歳
ま
で
結
婚
せ
ず、
ま
た
弟
眞
之
も
結
婚
し
た
の
は
三
十
五 

歳
で
あ
っ
た
。
し
か
し、
極
堂
さ
ん
は
何
の
問
題
も
無
か
っ
た
に
も 

関
わ
ら
ず
結
婚
し
な
か
っ
た
。
何
故
だ
ろ
ぅ
と
不
思
議
に
思
っ
て
い 

た
疑
問
が
水
解
し
た
。
極
堂
さ
ん
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
女
性
が
い
た
。

私
は、
今
ま
で数
知
れ
ず
海
南
新
聞
を
調
べ
て
い
る
が、
あ
る
時、 

偶
然
に
極
堂
さ
ん
の
書
い
た
記
事
を
見
つ
け
た
。
し
か
も
堂々
、
新
聞 

の
一
面
に
「梅
木
順
子
を
憶
ふ
」(資
料
2

)
の
タ
ィ
ト
ル
で
九
十
ニ 

行
、
一、
七
七
〇
余
字
に
亘
る
長
文
の
記
事
が掲
載
さ
れ
て
い
た
。
子 

規
は
極
堂
さ
ん
を
文
友
と称
し
た
が、
こ
の
記
事
は
極
堂
さ
ん
に
は 

珍
し
い
女
性
を礼
賛
し
た内
容
の
名
文
で
す
。
全
文
を掲
載
し
ま
す 

の
で
じ
っ
く
り味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。



(明治二十七年六月十三日付海南新聞）
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(資 料 2 〕 海南新聞一面に掲 載された「梅木順子を憶ふ」の追悼記禀

「梅
木
順
子
を
憶
ふ
」
 

柳
原
碌
堂

「才
子
病
多
く
美
人
天
命
薄
し
と
余
は
眞
に
多
望
の青
年、
子
女
が 

大
器
を
抱
き
な
が
ら
命数
薄
く
中
道
に
し
て
夭
逝
す
る
者
多
き
に
痛 

嘆
せ
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
も
得
ざ
る
な
り
、
頃
者
梅
木
順
子
に
於
て
此 

の
感
の
益々

深
き
を増
せ
り
。

余
の従
妹
に
梅
木
順
子
な
る
も
の
あ
り
た
り
き、
上
浮
穴
郡
久
萬 

山
に
生
ま
れ
て
同
地
に
成
長
す
、
余
に
後
る
、
五歳
に
し
て
西
南戦
 

争
の
前
五
年
維
新
改
革
の
後
五
年、
此
世
に来
り
ぬ、
余
が
家
松
山 

に
あ
り
山
河
幾
重
雲
漠々

三
坂
の嶮
峻
は両
人
を
し
て
一
年
に
一
回 

乃
至
は両

回
の忸

親(は
ず
か
し
く
て
親
し
い
事
)
を
ゆ
る
せ
し
の 

み、
平
生
に
於
て
は
僅
か
に
幸
便
に
托
し
て
寒
暖
の
交
誼
を
通
ず
る 

に
過
ぎ
ざ
る
き
。

余
生
ま
れ
て
十
七歳
、
順
子
正
に
十
二
の
春、
余
は
父
母
の
膝
下
を 

去
っ
て
東
都
に
遊学
せ
り、
以来
東
西
に
流
れ
南
北
に
徘
徊
し
浪々
 

と
し
て
数
年
を
他郷
に
過
ぐ、
一
別
以来
久
し
く
彼
女
を
夢寝
の
間 

に
だ
も
憶
ひ
起
こ
す
の
機
な
か
り
し
は強
ち
に
余
の
無
情
を
以
て
貴 

む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
、
蓋
し青
年
血気
の
輩
漫
り
に
空
望
を
抱 

ひ
て
名誉
の
奴
と
な
る、
亦
些々

情
事
を
思
ふ
の
間
な
き
を
如
何
せ 

ん
や
。

明
治廿
ニ
年
の
春将
に
去
ら
ん
と
し
て
垣
根
の
卯
の
花咲
き乱
れ 

青
葉
か
く
れ
に
啼
く
時
鳥
の声
あ
は
れ
な
る
頃、郷
里
松
山
に
在
る 

某
社
の
聘
に応
じ
余
の
夢
は
久
し
ぶ
り
故
園
(
故郷
)に
結
ば
れ
た
り 

き
。帰
松
の
後、
余
は
親
戚
知
友
を
訪
問
す
る
を
以
て毎
日
の
務
め
と



せ
し
が
彼
女
の噺
は
端
な
く
も
某
氏
のロに
上
り
ぬ
、
順
子
今
や
妙 

齢

の処
女将
に
嫁
す
べ
き
の
期
な
り、
其
性温
順
に
し
て
淑徳
あ
り
、 

眞
に
良
婦
た
る
の
資
あ
り
と、
此処
に
於
て
余
の
記
憶
は
明
ら
か
に 

彼
女
を
胸
底
に
呼
び
起
こ
し
ぬ
、
余
の
彼
女
を
相
知
り
相
交
わ
り
し 

は
彼
女
が
十
二歳
に満
た
ざ
り
し
幼児
な
り
。
彼
女
唱
歌
す
れ
ば
我 

之
に
和
し
、
余
吟哦
(
詩
歌
を
う
た
う)
す
れ
ば
彼
女
傍
ら
に
嬉
遊
す
、 

互
い
に
其
天
眞
を
開
放
し
て
相戯
れ
し
も
幼，者
の
無
垢
な
る
胸
中
に 

は
一
点
の
作
意
な
し
、
殊
更
に
彼
女
の
性
質
を
う
か
が
ひ
資気

を
探 

る
等
の
事
な
か
り
し
を
以
て
明
ら
か
に
彼
女
を
知
ら
ず
と
雖
も
某
氏 

の
批
評
に
は
一
点
の
疑
い
を挟
ま
ざ
り
き
、
蓋
し
彼
女
の
善
人
た
る 

事
は
子
供
心
に
も尚
、
之
を
認
め
居
り
た
れ
ば
な
り
け
り
。

帰
郷
の
後
四
年
去
明
治
甘
五
年
の
夏
政党
上
の
用
務
を帯
び
て
腕 

車
(
人
力
車
)
を
久
萬郷
に駆
る
事
三
回
四
回
彼
地
に
逗
留
す
る
前
後 

数
十
日
な
り
き、
一
日
彼
女
の
父
な
る
主
人
公
は
余
の
東
都
に
在
る
時 

赤
痢
を
以
て
設
命
し
た
れ
ば
今
は
慈
母
の
共
に
一
小
家
庭
を
作
し
た 

り
。
彼
女
容
貌艷
な
ら
ず
と
雖
ど
も
然
れ
ど
も
亦
醜
な
ら
ず
楚々

な
る 

其
風
姿
順々

た
る
其
動
作
自
ら気
品
の
卑
か
ら
ざ
る
を
見
た
り、
余
彼 

女
の
家
に
逗
留
す
る数
日
彼
女
余
を
顧
み
微
笑
し
て
日
く、
思
ふ
に
兄 

多
く
は
未
だ
亡
父
の
墓
に
詣
で
ざ
る
べ
し、尚
当
年
の
書
生
流
か
と、 

余
汗
顔慚
愧
僅
か
に
苦
笑
を
以
て
酬
ゆ
る
を
得
た
り
し
の
み。
後数
日 

地
方
人
の
需
め
に
よ
り
同
町内
に
政
談
演説
会
を
開
き、
余為
に
一
席 

の
出
演
を
試
み
た
り
き、会
場
は
某
家
の
店
頭
に
し
て
門
外
に聴
衆
溢 

る、声
音
四
隣
に
徹
せ
り、
余
の
演説
幸
い
に
し
て聴
衆
の
感
動
を
博 し

拍
手
喝
采
天
地
に
震
ふ
僥
倖
な
る
哉、
有数
の
演説
家
な
る
名誉
 

は
余
の
肩
上
に
落
ち
意気
軒昂
然、
禁
ず
る
能
は
ず
心
ひ
そ
か
に
白
負 

し
て当
夜
の
景
況
を
彼
女
に
報
じ
期
す
る
に称
賛
の
反
響
を
以
て
し 

た
り
き
彼
女
苦
笑
一
番
余
に
耳
語
し
て
日
く、
今
夕
の
盛会
実
に
兄
の 

為
に
之
を
賀
す
然
れ
ど
も
兄
の
演説
功
は即
ち
功
な
れ
ど
も
少
し
く 

田
舍
向
き
の
野
風
下
品
を
免
れ
ず
乞
ふ
之
を
改
め
ば
幸
ひ
な
り
と、
思 

ふ
に
彼
女
は
屋
外
に
余
の
演説
を
傍聴
せ
し
も
の
か
余慚
愧
に
堪
へ 

ず
心
底
よ
り
其
忠
告
に
感
謝
を
表
し
且
つ、
所
用
終
わ
り
て将
に帰
途 

に
上
ら
ん
と
す
一両
ニ歩
を
投
じ
て
腕
車
を
賃
し発
せ
ん
と
す
る
に 

望
み
て
彼
女
を
一
室
に
見
る、
彼
女
日
く
兄、
公
用
を
以
て
登
山
す、 

強
い
て
私
情
を
以
て
留
む
ベ
か
ら
ず、
唯
再会
を
期
せ
ん
の
み、
再
び 

此
地
に来
ら
ん
と
欲
せ
ば
宜
し
く
車
を廃
し
て
徒歩
旧
道
よ
り
せ
よ、 

行歩
難
固
よ
り
同
日
の
論
に
あ
ら
ざ
る
も旧
道
の
風
光
絶
佳
に
し
て 

其労
に
酬
ゆ
る
に
足
ら
ん
か
と
蓋
し
彼
女
の
風
流
を説
く
も
の
は
心 

私
か
に
余
の
贅沢
車
行
を
諷
戒
せ
し
に
外
な
ら
ざ
る
を
了
せ
り
。
彼
女 

初
め
は礼
を説
き
中
途気
品
を教
へ
終
わ
り
に
は
節
約
を
諷
す
言々
 

真
情
に
沸
き
余
を
し
て
一
度
彼
女
の
過
言
を
思
は
し
め
ざ
り
き
其
見 

識
眞
に
平
凡
の
婦
に
あ
ら
ず
。

後数
月、
月
下
水
人(縁
結
び
の
神
)
は
彼
女
を
以
て
松
山
の
人
松 

本
氏
に
嫁
が
し
め
た
り
き、
時
は
維
れ
女
郎
花
露
お
も
か
げ
に
秋
の 

野
に
伏
し虫
の
音
お
ぼ
ろ
げ
に昼
尚
暗
き
床
下
に
悲
し
く
万
目粛
條 

(
万
民
の慎
む状
態)
と
し
て
情
に
堪
へ
ざ
る
頃
な
り
き、図
ら
ざ
り 

き
彼
女
日
な
ら
ず
し
て
肺
患
に
罹
り
病
床
に
臥
す
、数
ヶ
月廿
六
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の
春
落
花
と
共
に
散
じ
て
泥
土
に帰
し
今
や
香
を
だ
に
此
の
世
に
留 

め
ざ
る
ぞ
、
、っ
た
て
し
(物
事
が
移
り
進
ん
で
い
よ
い
よ
甚
だ
し
く 

な
つ
て
ゆ
く
さ
ま、
そ
れ
に対
し
て
い
や
だ
と
思
う気
持
を
感
じ
て 

い
る
意
を
含
む
)
彼
女
死
す
る
に当
り
慈
母
の
名
を
三
呼
し
て
自
若 

死
に
就
け
り
と
其覚
悟
尋
常
に
あ
ら
ず
天
命数
な
り
と
雖
ど
も
余
は 

甚
だ
造
化
(
宇
宙
を経
営
す
る
神
。
天
地
間
の
万
物
が
生
死
現
減
し 

つ
つ
無
窮
に伝
わ
るこ
と)

の
無
情
を
嘆
ず
嗚
呼
一
周
年
忌
に当
り 

て
彼
女
を
憶
ふ。」
完
。

文
中、
極
堂
さ
ん
の
演説
に対
し
順
子
は
「田舎
向
き
の
野
風
下
品 

を
免
れ
ず
之
を
改
め
ば
幸
ひ
な
り
」
と
評
し
、
更
に
久
方
に
は
公
用 

で
人
力
車
で来
る
の
で
な
く
私
用
で旧
道
を
風
光
を
愛
で
な
が
ら
徒 

歩
で来
て
欲
し
い
と
語
つ
た
。
こ
れ
に対
し、
極
堂
さ
ん
は、
「彼
女 

初
め
は礼
を説
き
中
途気
品
を教
へ
終
わ
り
に
は
節
約
を
諷
す
言々
 

真
情
に
沸
き
余
を
し
て
一
度
彼
女
の
過
言
を
思
は
し
め
ざ
り
き
其
見 

識
眞
に
平
凡
の
婦
に
あ
ら
ず
。」
と
述
べ、
順
子
の
忠
告
を
素
直
に
受 

け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
く
「い
と
こ
同
士
は
鴨
の
味
」
と
い
う
諺
が
あ
る
よ
う
に
愛
情 

が
深
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た、
い
と
こ
婚
は
近
親
婚
と
も
言
わ 

れ、医
学
的
に
遺伝
病
の
子
供
が
生
ま
れ
る
危険
性
が
あ
る
と
言
わ 

れ
て
い
る
が、
法
律
的
に
は、
い
と
こ
は
四
等
親
で
あ
る
か
ら
何
の 

問
題
も
な
い
。
し
か
し
、
日
本
で
は
避
け
る
場
合
が
多
い
。
外国
、 

特
に
イ
ス
ラ
ム圏
で
は
血
の
濃
い
こ
と
が
尊
ば
れ、歓
迎
さ
れ
て
い

る
よ
ぅ
で
す
。
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァー
博
士
や
菅
直
人
さ
ん
ら
は
い
と
こ 

婚
で
あ
る
。
し
か
し、
極
堂
さ
ん
は
躊
躇
し
た
。
こ
れ
が
極
堂
さ
ん 

の
人
柄
で
あ
ろ
ぅ
。

四
極
堂
さ
ん
の女
性観

極
堂
さ
ん
は、
海
南
新
聞
で
の
政党
間
の
泥
試
合
の
苦
い体
験
か 

ら、
復
刊
を
任
さ
れ
た
伊
予
日
日
新
聞
で
は厳
正
中
立
の
報
道
に
徹 

し
た
。
し
か
し、当
時
の
新
聞
は
政党
か
ら
の
資
金
援
助
が
な
け
れ 

ば経
営
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
。
こ
の
苦
し
い経
営
状
態
に
あ
り
な 

が
ら、読

者
サ
イ
ド
に
立
っ
た
新
企画(飛
行
大会
、
俳
句
大会
や 

青

年
相
撲.実

業
野
球.
マ
ラ
ソ
ン
大会
、
四国
一
周
白転
車
競争
 

な
ど
)

を
次々
実
施
し
人気
を
得
た
。

ま
た、当
時
と
し
て
は
非
常
に
珍
し
い
女
性
記
者
と
し
て
ニ
神
ヒ 

サ
さ
ん
を
起
用
し、
女
性
記
者
第
一号
と
し
て
話
題
と
な
つ
た
。
ヒ 

サ
さ
ん
は、当
時
の
女
性
と
し
て
は、
進歩
的
な
方
で、
キ
リ
ス
ト 

教
伝
道
者
海
老
名弾
正、
フ
ラ
ン
ス帰
り
の
竹
林
無
想
庵
.
文
子
夫 

妻
、
社会
運
動
家
賀
川
豊
彦
な
ど
を
取
材
し
た
。
特
に
竹
林
文
子
は、 

愛
媛県
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
伊
予
日
日
新
聞
を
退
社、
上 

京
し
て
デ
ザ
イ
ン
を学
び
、
帽
子
作
り
を
手伝
っ
た
。
そ
の
後、帰
 

郷
し
て
ニ
神
助
産
所
を
開
業
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

極
堂
さ
ん
は、晚
年、
子
規
堂
や
子
規
庵
で
子
規
に
つ
い
て
思
い 

出
や
遺
業
を
語
る
の
を
日
課
と
し
た
が、
極
堂
さ
ん
の
周
り
に
は
多 

く
の
女
性
フ
ァ
ン
が
い
た
。
次
に
一
つ
の
逸
話
を
紹
介
し
て
お
こ、っ。 — 9 —



そ
れ
は
北
海
道
紋
別
市
で
暮
ら
し
て
い
た
大
貝
み
よ
子
さ
ん
と
の
出 

会
い
で
あ
る
。
み
よ
子
さ
ん
は
眼
が
不
自
由
で
あ
っ
た
が、
子
規
の 

命
が
け
の
俳
句
革
新
に
感
動
し
、
極
堂
さ
ん
と
心温
ま
る
文
通
の
や 

り
と
り
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
二
十
九
年
九
月
の
子
規
忌
に
、 

幼
子
の
美
枝
子
さ
ん
を
杖
と頼
ん
で来
松
し
た
。
極
堂
さ
ん
と
感
激 

の対
面
を
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
後、
大
貝
さ
ん
は
、 

道
後
湯
之
町
に
移
り
住
み
按
摩
業
を
生
業
に
し
て
子
規顕
彰
に尽
さ 

れ
た
。
私
も
時々

姿
を
見
掛
け
た
こ
と
が
あ
る
。

極
堂
さ
ん
に
は
、
社会

に
大
き
く
羽
ば
た
く
チ
ャ
ン
ス
が
二
度 

あ
っ
た
が、
そ
の
都
度、
身
を
引
き
、
道
を譲
っ
た
。
一
度
は、
衆 

議
院
議
員
選挙
立
候
補
で
あ
っ
た
。圧
倒
的
な
市
民
の
人気
が
あ
っ 

た
に
も関
わ
ら
ず
金権
候
補
に
ま
さ
か
の
敗
北
を
喫
し
た
。
次
に
、 

松
山
市
長
へ
の
就
任
で
あ
っ
た
が、
友
人
御
手
洗
忠
孝
に譲
り辞
退 

し
た。
も
し
、聡
明
で
理
知
的
な
順
子
と
結
婚
し
て
い
た
ら
違
っ
た 

結
果
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し、
結
果
はど
う
で
あ
ろ
うか
。
極
堂
さ
ん
の
愛
妻ト
ラ
も 

系図
を
見
れ
ば
分
か
ると
お
り
親
戚
で
は
あ
る
が、
こ
の
愛
妻ト
ラ
 

の
死
去
の
際
に
語
っ
た
「亡
妻
は
結
婚
後
五
十
五
年
に
相
成
り
ま
す
、 

其
の
間
貧
極
堂
の内

助
に
任
じ
糟
糠
(
粗
末
な
食
べ
物
)
を倶
に
せ 

し
が
一
回
だ
に
貧
窮
に対
し
て
不
平
不満
を
も
ら
し
た
る
事
無
く静
 

か
に
恰
も
眠
る
が
如
く
安
心
し
て
往
生
を
相
遂
げ
ま
し
た
」、
こ
の
言 

葉
に
二
人
の
信頼
関
係
が
窺
え、
こ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ、
極
堂 

さ
ん
が
子
規顕
彰
に
全
力
が
注
げ
た
と
も
言
え
る
。
極
堂
さ
ん
を
大

成
さ
せ
た
の
は
妻
ト
ラ
の
功
績
で
あ
る
と
言
え
る
。

五
水
野広
德
の極
堂
評

最
後
に、
水
野広
德
の
言
葉
を
引
用
し
て、
今
回
の
話
の
打
ち
止 

め
と
す
る
。

「僕
が
中学
校
へ
入学
し
た
の
は
明
治
二
十
ニ
年
の
憲
法発
布
記 

念
の
年
で
、
演説
会

は
三
番
町
の
芝
居
定
小
屋
(
後
の寿

座)
か、 

大
街
道
の
遠
山
席
と
い
う
の
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
頃
聞
い
た
多
く
の 

演説

の
中
で
、
そ
の
後
永
く
僕
の
記
憶
に残
っ
て
居
た
の
は、
演
題 

は
忘
れ
た
が、
自
由党

の
若
い闘

士
で
あ
っ
た
柳
原
正
之
氏
の、 

『痩
せ
た
り
と
雖
も
鞍
馬
に
跨
り
、
銹
た
り
と
雖
も
大
刀
を横
た
え 

…

…

』
と
い
う
平
家
物
語
に
で
も
あ
り
そ
う
な
麗
句
で
あ
っ
た
。
柳 

原
氏
は当
時
ま
だ
二
十
あ
ま
り
の青
年
で
あ
っ
た
が、
正
義
感
は
政 

党
内
部
の
暗
濁
に
慊
ら
ず、
自
由党
を脱
し
て
松
山
に
伊
予
日
日
新 

聞
と
い̂
-、独

立
不
羈
の
日
刊
新
聞
を
創
刊
し
た
。併
し
潔
癖
な
る 

氏
の
性
格
は
複雑
多
難
な
る
新
聞
事
業
の経
営
に
適
さ
ず、
奮闘
努 

力
二
十
余
年
に
及
ん
だ
が、
遂
に
刀
折
れ、
矢尽
き、廃
刊
の
已
む 

を
得
ざ
る
に
至
っ
た
の
は
誠
に気
の
毒
に
堪
え
な
い
。
彼
は
名
利
に 

恬
淡
で
人
情
に
厚
く、
俳
人
ら
し
い
俳
人
で
あ
る
。
も
し
彼
に
し
て 

政
界
の
濁
流
に
投
ず
る
こ
と
な
く、
初
め
か
ら
文学
に
精
進
し
た
な 

ら、
恐
ら
く
子
規
と
肩
を並
べ
る
の
域
に
達
し
た
で
あ
ろ
う
。
所
詮 

は
人
の
運
で
あ
る
。」(

「反
骨
の
軍
人
水
野広
德
」

一
九
七
八
ょ
り
)
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松
山
藩
士
と
し
て
の
井
手
正
雄

は
じ
め
に

井
手
正
雄
(
天
保
八
年
〜
明
治
四
十
ニ
年)
は
、
明
治
期
松
山
の 

歌
壇
お
よ
び実
業
界
に
お
い
て、
非
常
に
重
き
を
な
し
た
人
物
で
あ 

る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
わ
け
て
も、青
年
期
の
秋
山真
之

. 

正
岡
子
規
に
和
歌
を教
え
た
こ
と
は
有
名
で
あ
り、
た
と
え
ば
子
規 

の
「竹
乃
里
歌
」
が、
井
手
正
雄(真
棹
)

か
ら
和
歌
を学
ん
だ
明 

治
十
八
年
の
歌
か
ら
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
一
つ
取
つ
て
み
て
も、
そ 

の
影
響
の
大
き
さ
を
ぅ
か
が
ぅ
こ
と
が
で
き
る
。
一
方、
正
雄
の
歌 

人
と
し
て
の
事
績
を
除
い
て
は、
慶応
ニ
年
の
第
二
次
長
州
征
伐
に 

お
け
る
談
判処
理
と、
明
治
八
年
以
降
の
金
融会

社
「栄
松
社
」
で 

の
活
躍
が
一
部
知
ら
れ
る
に
留
ま
つ
て
い
る
。
特
に
幕
末
維
新
期
の 

正
雄
の
動
向
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
お
ら
ず、
管
見
の 

限
り
そ
れ
を
詳
述
し
た
出
版
物
は
見当
た
ら
な
い
。

し
か
し此
度、
松
山
子
規会

の
井
手
康
夫会
長
.
伊
予
史
談会
の 

高
須
賀
康
生会
長
の
ご
好
意
で、
井
手
家
の
事
績
を
記
し
た
伊
予
史 

談会

文
庫
「井
手
系図
」(伊
予
史
談会
所蔵
、
愛
媛県
立図
書
館
寄

上田一樹

託
ィ
52
)

を
調
査
す
る
機会
を
い
た
だ
き、
子
規
記
念
博
物
館
の
竹 

田
美
喜
館
長
に
ご
助
力
い
た
だ
い
て
「井
手
系図
」
の
解読
を
試
み 

た
。
今
回
は
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を
中
心
に、
松
山
藩
士
と
し 

て
の
井
手
正
雄
の
足
跡
を
追
っ
て
み
た
い
。

伊
予
史
談会
文
庫
「井
手
系図
」
に
つ
い
て

ま
ず
、
「井
手
系図
」
の
書
誌
情
報
を
簡単
に
押
さ
え
て
お
き
た 

い。
「井
手
系図
」
は
伊
予
史
談会
に
ょ
っ
て
書写
さ
れ
た
和
綴
本
で 

あ
り
、巻

末
に
は
「昭
和
九
年
七
月
製
冊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
表 

紙
の
題
箋
に
は
「井
手
系図
」、
中
扉
に
は
「井
手
系
譜
」
と
記
さ
れ 

て
い
る
が、
愛
媛県

立図

書
館
の
「伊
予
史
談会
和
書
目録
」
に
は 

「井
手
系図
」
で
登録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
回
は仮

に
「井
手
系 

図
」
で
表
記
を
統
一
し
て
お
く
。内
容
は、
井
手
家
の
由緒
略
記
か 

ら
は
じ
ま
り、
初
代
正
延—
ニ
代
正
武丨
三
代
正寛
—

四
代
正
雄—
 

五
代
正鄰
ま
で
の
事
績
を、
年
を
追
つ
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
原 

本
の
存
在
は
現
時
点
で
明
ら
か
で
は
な
い
が、
正
雄
の
事
績
が
全体
 

の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と、
正
雄
の
記
述
が没
年
で
は
な
く - 11-



「井手系図 」正雄冒頭
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明
治
四
十
一
年
三
月
十
六
日
に
終
わ
つ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら、
原 

本
は
正
雄
が
最晚
年
ま
で
書
き
つ
い
だ
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
本
文 

中
に
「井
手
正
雄
之
印
」
が
あ
り、
こ
れ
は実
際
に
押
印
さ
れ
て
い 

る
。
昭
和
九
年
七
月
と
い
ぅ
年
代
か
ら
鑑
み
る
と、
正
雄
の
孫
で
あ 

る
井
手
淳
ニ
郎
氏
が
本
資
料
の
作
成
に
何
ら
か
の
形
で関
わ
っ
て
い 

る
可
能
性
も
あ
る
が、
詳
細
に
つ
い
て
は
今
後
の
調
査
を
俟
た
ね
ば 

な
ら
な
い
。

本
稿
で
は、
こ
の
中
か
ら
正
雄
の
事
績
に
絞
っ
て内
容
を
紹
介
し、 

そ
の
生
涯
に
つ
い
て
知
る
一
助
と
し
た
い
。
な
お、
井
手
正
雄
は
は 

じ
め
「正
明
」
を
名乗

り
「正
修
」
と
改
名、
明
治
に
な
つ
て
「正 

雄
」
と
名
を
改
め
て
い
る
。
「井
手
系図
」
に
は
正
式
に実

名
を
「正 

雄
」
と
改
め
た
の
は、
明
治
四
年
二
月
五
日
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い 

た
が、
本
稿
で
は
「正
雄
」
で
統
一
す
る
。

藩
政
時
代
の
正
雄
の
役禄

は
じ
め
に
「井
手
系図
」
か
ら、
正
雄
が
藩
士
と
し
て
ど
の
ょ、つ 

な
役
職
に
就
き、
ど
れ
く
ら
い
の禄
を
食
ん
で
い
た
の
か
を
見
て
み 

た
い
。
正
雄
が
井
手
家
を
相続
し
た
嘉
永
三
年
ょ
り、廃
藩
置県
に 

よ
り
松
山
藩
が廃
さ
れ
た
明
治
四
年
七
月
ま
で
の
主
な
役
職、
お
よ 

び禄
高
を概
括
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お、
役
職
は
平
時

. 

臨
時
を
問
わ
ず
主
要
な
も
の
を抜
き
出
し
た
。
ま
た、
年
代
の
下
に 

正
雄
の
年齢
を
示
し、
適
宜
原
文
お
よ
び
解説(氺
)

を挿
ん
だ
。

嘉
永
三
(
一
八
五0
)

年
十
二
月
(
13
)

御
徒
士
組(
先
代
の
跡
目
を
相続
)

安
政
ニ
(

一
八
五
五)
年
十
一
月
(
18
)

御
勘
定
役 

安
政
三
(

一
八
五
六)
年
士
一
月
(
19
)

安
政
五
(

一
八
五
八)
年
四
月
(
21
)

ホ
徒
士
の
勤
務
を
監
察
.
報
告
す
る
役

万
延
元
(

一
八
六0
)

年
閏
三
月
(
23
)

同
年
八
月 

文
久
元
ニ
八
六
ニ
年
六
月̂
)

同
年
九
月 

御
軍
番閲
方并
鏡
隊
御
用
掛

氺
詳
細
不
明、
第
一
次
長
州
征
伐
に関
す
る
軍
役
か 

文
久
ニ
(

一
八
六
ニ)
年
一
月
(
25
) 

在
府
中
小
使
頭

九
石
武
人
扶
持 

十
石
高

御
勘
定
所
記録
掛 

御
徒
士
目
付
役

明教
館
御
用
引
受 

御
徒
士
目
付
免
役 

御
徒
士
目
付帰
役

— 12 —



氺
江戸
に
お
い
て
藩
主
の
身辺
を
世
話
す
る
役

文
久
三
(

一
八
六
三)
年
九
月
(
26
) 

演
武
所
御
用
引
受 

氺
詳
細
不
明
。
幕
末
の
不
安
定
な
情
勢
下
で
軍
事
訓
練
盛
ん
か

同
年
十
月
常
府
引
越(江戸
在勤)
十
二石 

慶応

ニ
(

一
八
六
六)
年
六
月
(
29
) 

先
鋒応
援
隊
年
番

ホ
第
二
次
長
州
征
伐
に関
す
る
軍
役

同
年
十
一
月
演
武
所
御
用
引
受
兼
務 

慶応

三
(

一
八
六
七)
年
一
月
〜
三
月(
30
)
長
州
談
判応
接
役 

【原
文
】
同
三
卯
年
正
月
十
一
日 

就
御
用
九
州
筋
エ
被
遣
近々

出
般
被
仰
付
候
間
支
度
可
致
旨
被
仰 

付
此
御
用
向
ハ
九
州
筋
各
地
ヲ
遊歴
廣
ク
諸
藩
ノ
士
ニ
面会
傍
ら 

各
藩
ノ
事
情
ヲ
も
探
索
候様
御内
命
ヲ
受
ヶ
御
目
附
久
松静
馬
同 

道
出
般
之
答
ニ
有
之
候
折
柄
長
藩
奇
兵
隊
長
林
半
七
津
和
地
嶋
へ 

^

御
代
官奥
平
三
左
衛
門
ト̂
^

ノ
次
第
有
之
其
返
答
ノ̂
^
 

苕
ト
シ
テ
御
側
役
篠
田伝

左
衛
門
御
目
付
藤
野
立
馬
ヲ
被
遣
節
太 

郎
モ
同様
罷
越
候様
左
記
ノ
如
ク
被
仰
付
候
ニ
付
右
九
州
筋
ノ
御 

用
ハ
御
免
相
成
候
也

氺
九
州
諸
藩
の
事
情
を
偵
察
す
る
ょ
ぅ内
命
を
受
け
た
が、
長
州
と
の
談
判
を
行 

な
ぅ
た
め
取
り
止
め
。
前
年
一
月
に
薩
長
同
盟
が
成
っ
た
の
で
、
第
二
次
長
州 

征
伐
に
薩
摩
は
出
兵
し
て
い
な
い
。
こ
の戦
い
で
九
州
で
は
小
倉
.
肥
後
藩
が 

松
山
藩
と
同
じ
く
長
州
藩
に
敗
れ
る

【原
文
】
同
年
同
月廿
六
日 

就
御内

用
長
州
表
ェ
被
差
遣
候
旨
被
仰
付
翌廿

七
日
松
山
出
般

二
月
四
日
防
州
三
田
尻
二
着
般
同
八
日迄
同
所滞
留
御
用
向
無
異 

儀
相
勤
同
九
日
同
所
出
般
十
日帰
着
此
行
ニ
先
般
防
州
八
代
嶋
安 

下
庄
戰争

ノ
節
味
方
に
召
捕
候
長
藩
村
上亀
之
助
臣
嶋
丹
次
同
伴 

罷
越
先
方
エ
引
渡応
接
等
ら
引
受
相
勤
则
時
長
藩応
接
人
木戸
準 

3

小
田
村
素
太
郎
林
半
七
野
村清
之
助
等
ナ
リ

氺
第
二
次
長
州
征
伐
で
松
山
藩
兵
が
大
島
で
略
奪
行為
を
は
た
ら
い
て
お
り
、
長 

州
と
折
衝
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
正
雄
は
三
田
尻
で
長
州
藩
と
の応

接
.
折
衝 

に
あ
た
り
、
捕
虜
を
相
手
の応

接
役
.
木戸

準
一
郎(孝
允
.
桂
小
五
郎
)
に 

弓
き
渡
す
役
を
務
め
る1

1
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【原
文
】
同
年
二
月
十
六
日 

御
家
老
職
津
田
十
郎
兵
衛
長
州
エ
御
使
ト
シ
テ
被
遣
候
ニ
付
重
テ 

@

被
仰
付
同
日
松
山
出
般
同廿

四
日
防
府
宮
市
驛
着
同
晦
日 

迄
同
所滞
留
御
用
向
無
異
儀
相
勤
三
月
三
日帰
着
此
時
御
目
付
藤 

野
立
馬
久
松静
馬
河
東権
之
丞

氺
家
老
に従
い、
二
度
目
の
長
州
行
。
藩
都
に
近
い
防
府
宮
市
で
談
判
。

【原
文
】
同
年
三
月
十
三
日 

長
州
へ
御
使
者
被
遣
候
ニ
付
重
テ
差
添
被
遣
翌
十
四
日
松
山
出
般 

同
十
七
日
防
州
三
田
尻
エ
着
般
同廿
三
日迄
同
所
逗
留
御
用
向
無 

異
儀
相
勤
同廿

四
日
同
所
出
般
同
夜帰

着
此
時
御
使
者
御
軍
事 

係
吉
岡
四
郎
左
衛
門
遠
山
九
郎
御
目
付
佃
高蔵

氺
三
田
尻
に
て
三
度
目
の
談
判
。
こ
の
時
和
議
が
成
っ
た
か
。
一
連
の
長
州
行
に 

つ
い
て
褒
美
あ
り(後
述
)。

慶応

三
(

一
八
六
七)
年
七
月
(
30
) 

在
京
中
小
使
頭
兼
務 

同
年
九
月 

演
武
所
御
用
引
受
兼
務
免
役 

慶応

四
(

一
八
六
八)
年
二
月
(
31
) 

土
佐
藩
兵応
接
係 

ホ
前
年
十
二
月、将

軍
慶
喜
公
.
定
昭
公
大
阪
入、
正
雄
は
先発
。
慶応
四
年
一 

月
三
日
鳥
羽
伏
見
の戦
、
同
六
日
夜
慶
喜
公
密
か
に
大
阪脱
出、
定
昭
公
は
取 

り残
さ
れ帰
藩
。
正
雄
は
こ
れ
に随
行
。
そ
の
後
松
山
藩
は
朝
敵
と
な
り
勝
成 

公
.
定
昭
公
は
常
信
寺
に
て
謹慎
恭
順
。
一
月
二
十
七
日
に
土
佐
藩
が
松
山
占 

領
。
正
雄
は
土
佐
藩
兵
の応
接
係
。

同
年
六
月 

御
手
廻
頭
兼
務(
在
京
中)

氺
五
月
に
復
職
し
た
勝
成
の
秘
書
的
な
役
。
こ
の
時、
朝
廷
へ
松
山
藩
の処
分
解 

除
の礼
に
行
っ
た
か 

明
治
ニ
(

一
八
六
九)
年
一
月
(
32
)

社
寺
方
御
用
係
兼
務 

十
四
石

氺
常
信
寺
に
蟄
居
中
の
定
昭
に関
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
か

同
年
一
月 

巡
察
使
御
用
引
受 

同
年
三
月 

総
教
局
御
用
掛
兼
務 

同
年
五
月 

市
勇
隊
隊
長
兼
務

氺
詳
細
不
明
。
市内

の
防
備
や
軍
事
に関
す
る
役
職
か

同
年
六
月 

準
士
格
に
昇
進 

十
四
石
春
人
扶
持

ネ
軍
事
編
成
の
役
職
の
一
つ
だ
が、
詳
細
は
不
明

同
年
八
月 

御国

政
御
改
革
取閲

御
用
掛
.
下
男
頭 

同
年
十
二
月 

社
寺
方
御
用
係
免
役 

明
治
三
(

一
八
七0
)

年
三
月
(
33
)

市
勇
隊
解
散、
隊
長
免
役 

同
年
十
月 

権
少属
主
計
係 

八
等
二
十
石

氺
同
月
二
十
二
日、
藩
の歳
入歳
出
表
明
細
書
を
朝
廷
に届
け
る
た
め
の
取閲
御 

用
掛
に
任
命
さ
れ
て
い
る

明
治
四
(

一
八
七
一)
年
一
月
(
34
)

少属
主
計
掛 

七
等
二
十
五
石

ま
ず
石
高
で
あ
る
が、
正
雄
が
藩
士
として
生
き
た
幕
末
維
新
期、 

松
山
藩
で
は
た
び
た
び
藩
政
改
革
が
な
さ
れ、
組
織
や
石
高
の
規
定 

が
目
ま
ぐ
る
し
く改
編
さ
れ
た
。ょ
っ
て表
記
の
石
高
の
ぅ
ち
、実
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際
に
ど
れ
程
が
正
雄
の
手
許
に
入
っ
て
い
た
か、慎
重
に検
証
す
る 

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「井
手
系図
」
を
見
る
限
り
に
お
い 

て、
藩
士
時
代
の
正
雄
の
役禄
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
も
の
と
は
言
え
な 

い。
た
と
え
ば、
同
時
代
を
生
き
た
正
岡
常尚(子
規
の
父
).秋
山 

久
敬
(
好
古
.真
之
の
父)
と
比
較
す
る
と
次
の
ょ
う
に
な
る
。

〇
井
手
正
雄…
嘉
永
三
年
九
石
武
人
扶
持(徒
士
組
)、
安
政
ニ
年
十 

石
(勘
定
役)、
文
久
三
年
十
二
石(江戸
在
勤)

〇
正
岡
常尚
…

嘉
永
三
年
十
四
石
三
人
扶
持(大
小
姓
番
入
)、
文
久 

三
年
十
五
石
三
人
扶
持(三
津
常
詰)

〇
秋
山
久
敬…
嘉
永
四
年
十
石(徒
士
目
付)、
安
政
五
年
十
二
石
(徒 

士
目
付)、
元
治
元
年
十
四
石(寄
合
大
小
姓
格)

こ
の
ょ
う
に、
正
雄
の
藩
士
と
し
て
の禄

高
は
正
岡
.
秋
山両
家 

と
大
差
な
く、
所
謂
下
級
武
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
^
-
か
が
え
る
。

次
に、
役
職
に
つ
い
て
見
て
み
る
と、
正
雄
が
「御
勘
定
役
」
「御 

勘
定
所
記録
掛
」
「権
少属
主
計
係
」
と
い
っ
た
、
藩
の
財
政
に関
わ 

る
仕
事
を
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
で
も権
少属
主
計
係 

在
任
中、
朝
廷
に届
け
る
藩
の歳
入歳
出
表
明
細
書
の
取閲
御
用
掛 

を
務
め
た
こ
と
な
ど
は、
正
雄
が
藩
の
財
政
を
扱
う
中
軸
に
あ
っ
た 

こ
と
を
類
推
さ
せ
る
記
述
で
あ
る
。
さ
ら
に
「小
使
頭
」
や
「御
手 

廻
頭
」
な
ど、
期
間
が
限
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え、
藩
主
の
近
く
で 

様
々
な
御
用
を
務
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
は、
後
述
す 

る
明
治
期
以
降
の
正
雄
の
役
職、
お
よ
び
久
松
家
と
の関
係
に
反
映 

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
重
要
な
記録
で
あ

る。
ま
た、
正
雄
の
役
職
に
は
「軍
番閲
方
」
「鏡
隊
御
用
掛
」
「市 

勇
隊
隊
長
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に関
し
て
は
幕
末
の
一
次 

資
料
が
殆
ど
失
わ
れ
て
い
る
た
め
情
報
が
乏
し
く、
「松
山
叢
談
」
や 

「松
山
藩
役録
」
に
も
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
役 

職
は
、
幕
末
維
新
期
の
緊
迫
し
た
情
勢
下
で
臨
時
に
設
置
さ
れ
た
、 

軍
事
に関
す
る
役
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「井
手
系 

図
」
に
は、
長
州
征
伐
や
鳥
羽
伏
見
の戦
い
な
ど
で
正
雄
が
軍
事
的 

な
御
用
を
務
め、戦
地
へ
赴
き、
折
衝
を
試
み
る
な
ど国
事
に
奔
走 

す
る様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
有
名
な
第
二
次
長
州
征
伐
前
後
の
正 

雄
の
動
向
に関
し
て
は、
「井
手
系図
」
か
ら
さ
ら
に
細
か
く
知
る
こ 

と
が
で
き
た
が
、
特
筆
す
べ
き
は
鳥
羽
伏
見
の戦
い
の
渦
中、
正
雄

 

一 

が
慶
喜
公.
定
昭
公
に従

い
京.
大
阪
へ
入
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ15 

ぅ
。
こ
の
こ
と
は、
そ
の
後
松
山
を
占
領
し
た
土
佐
藩
兵
の応
接
係

 

一 

を
務
め
て
い
る
こ
と
と
も併
せ
て、
先
行
文献
か
ら
は
確
認
で
き
な 

い
事
柄
で
あ
る
。

こ
れ
ら
武
士
と
し
て
の
正
雄
の
す
が
た
は、
後
年
の
歌
人
と
し
て 

の
ィ
メー
ジ
と
は
異
な
っ
た、
新
た
な
正
雄
像
を
構
築
す
る
手
が
か 

り
と
な
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
ぅ
か
。



廃

藩
置県

後
の
正
雄
の
役禄

次
に
、廃
藩
置県
布
達
後
の
正
雄
の
役
職
お
ょ
び
給
料
を、
「井
手 

系図
」
か
ら
抽
出
し
て
み
る
。

明
治
五
(

一
八
七
ニ)
年
三
月
(
35
) 

少属
主
計
掛
免
職 

明
治
六
(

一
八
七
三)
年
二
月
(
36
)

石鉄
県

第
十
五
大区

副区

長(即
日辞
職)

明
治
七
(

一
八
七
四)
年
四
月
(
37
)県
内
学

校
取
締
役(辞
退
) 

明
治
八
(

一
八
七
五)
年
二
月
(
38
)
権
少属
租税
課専
務
地
理
掛 

(即
日辞
職)
十
三
等
月
給
二
十
七
円 

同
年
三
月
久
松
定
謨様

御
生
育
補
佐
役
(辞
退
)

【原
文
】
同
年
三
月
三
日 

久
松
公
ョ
リ
御
家
扶
池内
久
親
ヲ
以
御
幼
君
定
謨様
御
生
育
御
輔 

佐
役
ノ
儀
御
依頼
被
遊
度
候
ニ
付
家
族挙
テ
東
京
エ
引
越
奉
務
候 

様
大
殿様
ョ
リ
御内
命
ノ
趣
エ
相伝
候処
不
肖
素
リ
其
任
ニ
無
之 

旦
先
般来
屢県
庁
エ
出
仕
ノ
儀拝
命
候
得
共
病体
申
立辞
表
差
出 

免
命
ヲ
蒙
リ
候
折
柄
ニ
付
今
暫
ク
時
日
ヲ
不経
候
テ
ハ
素
情
不
安 

ニ
候
ニ
付旧
君
侯
ノ
御
用
向
ハ
如
何体
ノ
儀
ニ
有
之
候
共
奉
違
背 

ノ
筋
ハ
無
之
候
得
共
別
段
御
亮
察
可
致
御
執
達
ニ
預
リ
度
旨
翌
四 

日
同
義
へ
相
答
候処
同
十
一
日内
情
尤
之
儀
ニ
付
右
御
用
之
儀
ハ 

当
分
不
被
仰
付
候
間
商
業
筋
ニ
テ内
々
力
ヲ
奉
添
候様
被
相伝
候 

ニ
付
愚
味
相応
之
御
用
柄
ニ
候
ハ
バ尽
力
可
仕
旨
御
請
申
上
候
事

ホ
久
松
家
ょ
り
定
謨
の
養
育
係
を
依頼
さ
れ
た
が辞
退
。
理
由
と
し
て県
へ
の
出 

仕
を
拒
み続
け
た
こ
と
を
記
し
、
受
諾
す
る
と
「素
性
不
安
」
と
し
て
新
政
府 

か
ら
疑
わ
れ
る
こ
と
を挙
げ
る
。
久
松
家
家
扶
で
あ
る
池内
久
親
は
正
雄
の
意 

を
汲
み
、
「商
業
筋
」
で
力
を発
揮
し
て
ほ
し
い
と
述
べ、
正
雄
も
了
承
す
る 

明
治
八
(

一
八
七
五)
年
三
月
(
38
)
栄
松
社
頭
取
就
任 

【原
文
】
同
年
三
月廿
四
日 

久
松
公
御
家
政
寮
エ
出
頭
候様
御
沙
汰
ニ
付
罷
出
候処
此
度
^

^
 

家
ニ
於
テ会
社
御
開
店栄
松
社
ト
御
唱
被
遊
金
貸
付
商
業
御営

ミ 

方
今
士
族
ノ
面々

家禄
奉
還
出
配
之
際
路々

望
ニ
任
セ
資
金
御
預 

⑴
置増
利
ノ
御
差
配
被
成
下
往々

活
計
ニ
不
苦様
御
助
被
遊
候
御 

含
ニ
付
右
開
店
諸
規
則
ノ
立
方
ヲ
始
重渉
差
配
方
ノ
儀専
ら
御
委 

任
被
遊
候
間
同
分
頭
取
ノ
任
ニ当
り尽
力
御
願
被
遊
候
旨
御
家
扶 

公
莊
惟
聰
ヲ
以
被
申
渡
候
ニ
付
商
業
ノ
儀
ハ
不
案内

ニ
候
得
共
再 

応

ノ
御
沙
汰
此
上
御辞
退
申
上
候
道
モ
無
之
候
ニ
付
奉
務
可
仕
旨 

謹
テ
御
請
申
上
候
事

氺

御
家
政
寮(久
松
家
の
世
話
役)
ょ
り
、
久
松
家
が
中
心
と
な
っ
て
金
貸
付
業 

を
行
な
ぅ
こ
と
を伝
え
ら
れ、
「栄
松
社
」
頭
取
を
仰
せ
つ
か
る
。
同
社
は
士 

族
の
家禄
(藩
主
に
返
納
し
た
も
の)と
久
松
家
が
出
資
し
操
業
。
商
業
利
益 

を
分
配
し
、
士
族
の
生
活
の
助
け
と
す
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
る

― 1〇 ―



:̂
れ
.、
け
^

^

除
.，
“义

灰久
^

^
:奶
ラ
ん-'“
 
4
1死.八
爻
れ
只
ト
今
以
1

14-
使
4

名
素 
4 

4
 
4

^

バ̂̂
、
ふ
|̂
4

|̂
心
|̂
\
故

炫
'
今
-
^
ャ̂
沐
只'-
4
今
.：̂
.̂
冬
戌
；̂,
导̂
从

，
れ
皮>
11

一̂
.
, 1
4

抽
4劬
V
ホ；
今
4

： 3？

ス
^

タ
パ
汶权

か
，

>

4
 
9
は

ぇ
ャ

げ

ネ

把̂

ト
|？：
み
，0
ふ5
，々

タ4
叔

‘，
，
ミ^令

^
乂
ふ
渰
 

胳
.づ12.れ
ナ.敗
て
り1
^
ネ
，
，^
：
^
，̂
ん
じ
^
^
方
ノ

4
ゲ
4

パ

4̂ 
0

|̂十
か̂

|̂モ
4
1
6
；
句

％
：
5̂

含̂

 ̂

I
 

匕

I―

9

241年8治湖取頭社松
栄

明
治
十I

〔一

八
七
八)
年
五
月
(
41
) 

栄
松
社専
務 

明
治
二
十一

〔
一
八
八
八)
年
九
月
(
51
)栄
松
社
頭
取辞
職

同
年
同
月
東
京
常
詰
給
金
二
十
六
円 

明
治
二
十
ニ(
一
八
八
九)
年
一
月
(
52
)
東
京
常詰
を
解
任 

同
年
九
月
久
松
家
御
用
掛
と
な
る
が辞

職 

明
治
二
十
六(
一
八
九
三)
年
一
月
(
56
)

松
山
紡
績
株
式会
社
監
査
役

%

前
年
に
開
業
、
の
ち
倉
敷
枯
績
に併
合

同
年I

月 

伊
予鉄
道会
社区
線
交渉
調
査
委
員 

同
年
二
月 

同
社
常
議
員

同
年
六
月 

同
社
相
談
役

明
治
二
十
六
二
八
九
三
)
年十
一月

 

旧
藩
事
蹟
取
調
委
員 

【原
文
】
同
年
十
一
月
十
二
日 

久
松
公
ヨ
リ
今
般旧
松
山
藩
諸
制
度并
其
沿
革
及
維
新
前
後
藩
治

上
ノ
事
蹟
等
御
取
調
相
成
候
箬
ニ
付
右
取
調
委
員
御
依
托
被
遊
候 

旨
御
命
有
之 

同
務
東
京
ニ
テ 

松
山
ニ
テ

鈴
木
重
遠内

藤
素
行

公
莊
維
聰
一̂

3

^

明
治
ニ
十
七
ニ
八
九
四ー

年
一
月辞)

栄
松
合
資会
社
頭
取 

月
給
二
十
五
円 

同
年
一
月 

松
山
紡
績
株
式会
社
監
査
役辞
任 

同
年
一
月 

旧
藩
事
蹟
取
調
委
員
解
任 

明
治
三
十
五(
一
九
〇
ニ)
年
一
月
(
65
)

栄
松
合
資会
社
頭
取
免
職
、
監
査
役
就
任 

同
年
九
月 

久
松
家
松
山
御
別
邸
詰
首
座
事
務
取
扱 

明
治
三
十
八(
一九〇
五
)

年
二
月
(
68
)

久
松
家
松
山
御
別
邸
詰
首
座
事
務
取
扱
免
役 

明
治
三
十
九(
一
九
の
六
：一
年
九
月
品)

栄
松
合
資会
社
頭
取
代
理 

【原
文】
同年九月
四
日

栄
松
合
資会
社
頭
取
歌
原
誠
病気
ニ
出
勤
整
兼々
処
同
社
ハ 

予
テ
御内

定
之
通
追々

閉
鎖
御
決
行
ノ
箬
ニ
有
之
右
二関
ス
ル
事

務
進
行
中
差
支
不尠
候
間当

分
ノ内

頭
取
代
理
ノ
心
得
ヲ
以
事
務



取
扱
方
擔
任
を
被
命 

同
年
十
月 

栄
松
社清
算
人

廃
藩
置県
後、
正
雄
は
少属
主
計
掛
を辞
し、
久
松
家
の
支
配
か 

ら
離
れ
た
松
山県
(
石
鐵県
)
の
職
務
に
就
く
こ
と
を
一
切断
っ
て 

い
る。
そ
れ
は、
た
と
え
役
に
任
ぜ
ら
れ
て
も即
日辞
職
す
る
と
い 

う
徹
底
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
年齢
的
に
は
三
十
代
半
ば
の
最
も働
き
盛 

り
の
頃
で
あ
る
が、
そ
の
背
景
に
は
政
府
の
半
ば強
引
な
組
織
改
編 

へ
の
反発
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お、辞
職
し
た
役
に
つ 

い
て
も、
「租税
課専
務
地
理
掛
」
の
よ
う
な
財
務
系
の
も
の
が
見 

ら
れ
る
。
し
か
し
正
雄
は
明
治
八
年
三
月、
久
松
家
か
ら
の
依頼
で 

あ
る
久
松
定
謨
の
御
生
育
補
佐
役
就
任
を断
っ
て
い
る
。
こ
れ
に関
 

し
て
は
前
述
し
た
よ
う
に、
大
恩
あ
る
久
松
家
か
ら
の
依頼
と
は
言 

え
、
ニ
年
に
わ
た
っ
て県
へ
の
出
仕
を
拒
み続
け
て
い
る
こ
と
も
あ 

り
、
二
つ
返
事
で
引
き
受
け
る訳
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ、っ。 

原
文
に
は
「病体
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り、
激
動
の
維
新
期
を 

駆
け抜
け
て
き
て
暫
し
の
休
息
を
欲
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が、
新 

政
府
と旧
藩
と
の関
係
に
配
慮
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
久
松 

家
家
扶
の
池内
久
親
は
そ
の
よ
う
な内
情
を
よ
く
理
解
し、
商
業
分 

野
で
の
活
躍
を
望
ん
だ
。
久
親
の発
言
は、
後
の
正
雄
の
人
生
を
大 

き
く
左
右
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
久
松
家
が
中
心
と
な
っ
た
金
融会
 

社
「栄
松
社
」
の
立
ち
上
げ
は、既
に
企図
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ 

う
。
正
雄
が
同
社
の
頭
取
に
就
任
す
る
背
景
に、
こ
の
よ
う
な
出来

事
が
あ
つ
た
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。

明
治
八
年、
「栄
松
社
」
頭
取
に
就
任
し
た
正
雄
は、
以
後
同
社
の 

頭
取
.

監
査
役
を歴
任
し
た
。
久
松
家
は当
初
か
ら
正
雄
に
全
幅
の 

信頼
を
置
い
て
い
た
こ
と
が、
先
に挙
げ
た
原
文
か
ら
う
か
が
え
る
。 

こ
れ
は、
藩
政
時
代
か
ら
培
わ
れ
た
正
雄
の会
計
系
の
能
力
や総
務 

事
務
の
取
り
纏
め、
人
員
統
率
の
手
腕
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
も
の 

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の証

左
と
な
る
「井
手
系図
」
の
記
述
は、
次 

章
で
紹
介
し
た
い
。

正
雄
は
明
治
二
十
一
年
九
月
に
「栄
松
社
」
の
頭
取
を辞
職
し
て 

い
る
が、
そ
の
後
も
東
京
常
詰.久
松
家
御
用
係
.旧
藩
事
績
取
調 

委
員
な
ど
を
務
め、
久
松
家
と
密
接
な関
わ
り
を
保
ち続
け
た
。
そ 

の
一
方、
伊
予鉄
道会
社
や
松
山
紡
績
株
式会
社
の
要
職
に
就
き
、 

地
元
企
業
の経
営
に
積
極
的
に
力
を
貸
し
て
い
る
。
中
に
は
伊
予鉄
 

道会

社
の
「区
線
交渉
調
査
委
員
」
な
ど
も
あ
り
、経
験
豊
か
な
正 

雄
の
交渉
能
力
が
存
分
に発
揮
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。残
念
な
が 

ら、
こ
の
間
の
歌
人
と
し
て
の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い 

が、廃
藩
後
の
正
雄
が
久
松
家
か
ら
信
任
を
得、
松
山
の実
業
界
に 

重
き
を
な
し
た
こ
と
を
具体
的
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま 

た
「井
手
系図
」
に
は、
子
規
周辺
の
人
物
の
名
前
が
し
ば
し
ば
現 

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「旧
藩
事
績
取
調
委
員
」
に
は
正
雄
の
ほ
か 

河
東
坤
(静
渓
X

藤
野
漸
、内

藤
素
行(
鳴
雪
)
ら
が
任
命
さ
れ 

て
お
り、
ま
た
正
雄
が
明
治
二
十
七
年
一
月
か
ら
し
ば
ら
く
頭
取
を 

務
め
た
「栄
松
合
資会
社
」
が
明
治
三
十
九
年
十
一
月
に
閉
鎖
す
る — 18 —



際、
最
後
に
頭
取
を
務
め
て
い
た
の
は、
子
規
の
母
方
の
祖
母
.
重 

の
弟
で
あ
る
歌
原
誠
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
「栄
松
社
」
は
明
治
十
九
年、
子
規
と
東
京
で
同
宿
し 

て
い
た清
水
則
遠
が、郷
里
に為
替
を頼
ん
だ
時
に
使
わ
れ
た会
社 

で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の為
替
は
何
ら
か
の
手
違
い
に
よ
り
到
着
が 

遅
れ、
こ
の
金
を
脚気
病
の
治
療
費
に
充
て
よ
う
と
考
え
て
い
た
則 

遠
は、
治
療
が
間
に
合
わ
ず
衝
心
に
よ
っ
て
急
逝
し
た
。
そ
の
時
の 

一
連
の
や
り
取
り
の
中
で、
子
規
が
「栄
松
社
」
の
存
在
を
充
分
認 

知
し
て
い
たこ
と
が判
明
し
て
お
り、当
時、
地
元
の
金
融
機関
と 

し
て
同
社
が
知
ら
れ
て
い
たこ
と
がう
か
が
え
る(拙
稿
「子
規
博
だ
よ 

り
26
|
4
」
「清

水
則
遠
の
新
事実

其
之
三

|

死
の
遠
因丨
」参

照
0

久
松
家
と
の関

係
—
御
用
や
褒
美
に
つ
い
てー

で
は、
必
ず
し
も
役禄
が
高
いと
は
言
え
な
い
正
雄
が、
こ
れ
程 

ま
で
久
松
家
の
信頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は、
一体
何
に
因
る 

の
で
あ
ろ
う
か。
そ
の
手
が
か
り
も
「井
手
系図
」
の
中
に
示
さ
れ 

て
い
る
。
「井
手
系図
」
に
は、
松
山
藩
が
解体
す
る
明
治
四
年
ま 

で、
正
雄
が
久
松
家
の
御
供
を
し
た
こ
と
が数
多
く
記
さ
れ
て
お
り、 

そ
れ
は歴
代
藩
主
や奥
方
ら
に
付
い
て
十数
回、
行
き
先
は
江戸
を 

中
心
に
京
や
大
阪
な
ど
幕
政
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に廃
藩
前
後 

を
問
わ
ず、
正
雄
は
久
松
家
に関
す
る様
々
な
特
殊
な
御
用
を
務
め 

て
い
る。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

文
久
ニ
(

一
八
六
ニ
)
年
七
月 

貞寿

院様
(
十
一
代
定
通
室
)
三
回
忌
御
法
事
御
用
掛 

慶応

元
(

一
八
六
五
)
年
四
月 

若
御
前様
(
十
四
代
定
昭
室
)
御懐
妊
に
つ
き
誕
生
一
件
御
用
掛 

慶応

三
(

一
八
六
七
)
年
九
月 

爽粛

院様
(
十
一
代
定
通
)
三
十
三
回
忌
御
法
事
御
用
掛 

明
治
三
十
五(
一
九
〇
ニ
)
年
八
月 

定
謨
公帰
郷
に
つ
き、
在
松
中
御
用
係 

明
治
三
十
七(
一
九
〇
四
)
年
二
月 

御
後
室様
(
定
昭
室)
逝
去
。
通
夜
及
び
埋
葬
法
要
御
用
係 

同
年
九
月

故
後
室様

貞
恭
院
の
歌
集
編
纂
の
命
を
受
け
る
(
定
謨
公
よ
り)

久
松
家
の
冠
婚
葬
祭
に関
す
る
御
用
に
加
え、
自
ら
が
葬
儀
等
の 

御
世
話
を
し
た
貞
恭
院(定
昭
室)
の
歌
集
編
纂
な
ど、
歌
人
と
し 

て
の実
力
を
認
め
ら
れ
た
御
用
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て、
こ
れ 

ら
久
松
家
と
密
接
に関

係
し
た数
々

の
用
務
に励

ん
だこ
と
に
よ 

り
、
お
の
ず
か
ら
褒
美
が
下
賜
さ
れ
ること
とな
る
。
「井
手
系図
」 

に
は数
多
く
の
褒
美
に
閨
す
る
記
載
が
あ
り、
そ
れ
は
嘉
永
五
年
か 

ら
明
治
四
十
年
ま
で実
に
四
十
件
以
上
に
及
ぶ
。
褒
美
の
種
類
に関
 

し
て
も金
銀
をは
じ
め
、着
物、
反
物、帯
地、
酒
、
料
理
など多 

岐
に
渡
つ
て
い
る
。
中
に
は、
次
のよ
ぅ
な特
別
な
褒
美
も
あ
る
。
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慶応

ニ
(

一
八
六
六
)
年
一
月将

軍
家
お
ょ
び
定
昭
公
の
御
供 

【原
文
】
同
年
同
月
同
日(補
註
：
慶応

ニ
年I

月
十
五
日)

於
江戸

此
度
若
殿様
将

軍
家
御
進発

御
供
之
節
御
道
中
御
供
相 

勤
御
場
合
柄
厚
相
弁
出
精
相
勤
御
費
用
モ
相
減
候
趣
ヲ
以
^

^

 

一̂
一!

ト
シ
金
五
百
匹
被
下
置

#

前
年
七
月
、将

軍.藩
主
上
京
の
際、
宿
寺
を
手
配
。
的
確
に
用
務
を
行
な
い、 

費
用
削
減
に
努
め
た
こ
と
が
褒
美
に
つ
な
が
る 

慶応

三
(

一
八
六
七
)
年
十
二
月 

長
州
藩
と
の
講
和
談
判 

【原
文
】
同
年
十
二
月
十
二
日 

於
京
都当
春
依
御内
命毎
度
長
州
表
へ
罷
越
格
別
辛労
相
勤
候
趣 

ヲ以トシテ御柄糸鉄
納戸
色大小

I

掛
御
下緒
紫
色
大 

小
一
掛従

御
前
御
直
被
下
置̂
9

4!
長
州
藩
と
の
談
判
の
褒
美
と
し
て、
定
昭
公
直々

に
着
物
を
賜
る

明
治
元
(

一
八
六
八
)
年
十
月 

勝
成
公
京
都
遊覧
の
御
供 

【原
文
】
明
治
元
辰
年
十
月
八
日 

於
京
都
円
山
御
遊覧
之
節
依
御
沙
汰
御
供
罷
出
候処
御内
之
御
座 

ノ
間
エ
被
召
出
於
御
同
間
御
酒
御
料
理
被
下
置
辛労
相
勤
太
儀
ニ 

被
思
召
候
旨̂
^

ニ
被
仰
渡

^

！

^

=1=
藩
主
京
都
遊覧

の
際、
勝
成
公
の
部
屋
に
呼
ば
れ
直々

に
酒
や
料
理
を
賜
る
。 

ち
な
み
に、
京.
大
坂
の
松
山
藩
邸
は
戊
辰戦
争
以来
新
政
府
が
接収
、
藩
に 

返
さ
れ
た
の
は
こ
の
年
九
月

【原
文
】
同
年
十
二
月
四
日 

於
京
都
御
家
老
部
屋
ェ
被
召
出
日
下
部
要
人
殿
御
演説
ヲ
以
御
出

京
以来

格
別
ニ
辛労

相
勤
御
供
方
末
が
之
者迄
説

論
行届

心
得 

前
宜
敷
候
段
畢
竟
其
許
始
同
役
衆
謹慎
厚
締
合
宜
敷
故
之
儀

1
1
¢

 

色
ニ
被
思
召
此
段
同
役
所
エ
も
可
申
通
旨
被
仰
渡為

御
褒
美
御 

内
々
金
七両
被
下
置
特
例
也

#

家
老
に
召
し
出
さ
れ、
在
京
中
職
務
に励
み、
他
の
人
員
を
よ
く
統
率
し
た
こ 

と
を
勝
成
公
が
大変
喜
ん
で
い
た
こ
と
を伝
え
ら
れ
る
。
褒
美
と
し
て
金
七両
 

を
賜
る

明
治
二
十
三(
一
八
九0
)
年
二
月 

御
後
室様
(
定
昭
室)
.

貞姫
様

〔定
謨
室
)
よ
り
褒
美 

【原
文
】
明
治
二
十
三
年
二
月
二
日 

妻
テ
ル
召
連
東
京
出
立
陸
路
東
海
道
ヲ経
テ
同
八
日
松
山帰
着
但 

右
出
立
ノ
節栄
町
御
殿
ニ
於
テ
御
後
室様
貞姫
様
御
列
座
御
居
間 

へ
被
召
出
正
雄
へ
七々

子
織
春
反
御
敷銭
御
酒
肴
料
金
五
百
匹

|̂ 

9

御
召
下
米
澤
織
御
綿
入
^
？
"手
遊
等
被
下
置
御
懇
之
御
意
相 

蒙
候
事
特
別
也

#

こ
の
時
正
雄
は
「栄
松
社
」
の
業
務
か
ら

I

時
退
き
、
前
年
東
京
で
久
松
家
御 

用
掛
を
し
て
い
た
。
退
職帰
郷

の
際、奥
方様
よ
り
自
分
だ
け
で
な
く
妻
や
孫 

に
も様
々
な
品
を
賜
る

明
治
三
十
四(
一九〇一

〕
年
五
月
勝
成
公
古
稀
祝
賀会
に
出
席 

【原
文
】
同
三
十
四
年
五
月 

久
松
三
位
老
公
勝
成
公
古
稀
御
年
賀
御
祝
宴
御
開
被
遊
候
ニ
付
上 

京
ヲ
被
命
六
月
三
十
日
松
山
出
般
七
月
二
日
着
京
同
三
日
特
ニ
老 

公
ョ
リ
正
雄
へ
御
案内
被
下
置
今
般
御
新
築
ノ
御
茶
席
寒
雲
亭
ニ — 20 —



1
月
了 3

丨7？
&'

奥 方様 和歌指南 
(明治34年7月16日)

:

於
テ
御
料
理
御
酒
御
祝
茶
御
手
前
ヲ
以
被
下
置
在
府
中
繁々

伺
候 

出発
前
日
御
暇
乞
罷
出
候処
数
奇
屋
織
夏
羽
織
地
一
端
百寿
ノ図
 

御
帛
紗
地
春
被
下
置

ホ勝
成
か
ら
直
接、
新
築
の
茶
席
で
料
理
.

酒
.
お
茶
を
ふ
る
ま
わ
れ
る
。
東
京 

滞
在
中、
勝
成
と
た
び
た
び
面会
 

明
治
三
十
四(
一
九
〇I

〕
年
七
月 

奥
方様
(
定
謨
室
)
の
和
歌
指
南
依頼
 

【原
文
】
同
年
七
月
十
六
日 

右
在
府
中
御
後
室様
ょ
り
御
召
ニ
依
リ
罷
出
候処
以
後奥
方様
和 

歌
ノ
御
指
南
申
上
候様
御
懇
ノ
御
意
相
蒙
り
素
り浅
学
御
受
難
仕 

旨
御辞
退
申
上
候
得
共
再
三
ノ
命
ニ
付
乍
恐
御
受
申
上
候処
^

^
 

学

ノ
賜
物
ト
シ
テ
御
召
縮
緬
春
反并
孫
共
へ
種々

被
下
物
頂
戴
仕 

候
事

#

御
後
室様
(定
昭
室)
よ
り、奥

方様
(定
誤
室
)
の
和
歌
指
南
を
懇
請
さ
れ 

引
き
受
け
る
。
入学
の
品
を
賜
る

明
治
三
十
七
ニ
九
0

四)
年
五
月 

貞
恭
院様
(
定
昭
室)
御
遺
物
と
し
て
着
物
を
賜
る
。

明
治
四
十(
一九〇
七)
年
五
月 

奥

方様

〈定
謨
室)
の
和
歌
を
加
筆
し、
反
物
な
ど
を
賜
る
。 

【原
文
】
同
年 

奥
方様
御
詠
草
御
加
筆
申
上
候
ニ
付
十
一

I

月歳
末為
 

御
祝
儀
御
反
物并
羽
織
紐
襟
等数
々
被
下
置
候
事 

第
二
次
長
州
征
伐
の数
度
に
わ
た
る
講
話
談
判
の
後、
正
雄
は
褒 

美
と
し
て
定
昭
公
か
ら
直々

に
着
物
を
賜
っ
て
い
る
。
ま
た
藩
主
の 

御
供
に
よ
る
宿
所
等
の
手
配
や
人
員
の
統
率、
勝
成
公
の
御
世
話
な 

ど、内
政
面
で
力
を発
揮
し
格
外
の
褒
美
を
賜
っ
た
こ
と
も
う
か
が 

え
る
。
勝
成
公
や
貞
恭
院
〔定
昭
室
)
と
は
非
常
に
親
し
か
っ
た
よ 

、っ
で
あ
り、
わ
け
て
も
貞
恭
院
を
介
し
た
定
謨
室
へ
の
和
歌
指
南
に 

よ
る
褒
美
や、
貞
恭
院
の
遺
物
を
賜
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は、廃
藩 

後
と
は
い
え
異
例
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
久
松
家
と
の
親
密
な関
係
は、
「栄
松
社
」
頭
取
就
任
以 

後
、
本
格
的
に
構
築
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
し
た 

よ
う
に、
正
雄
が
藩
政
時
代
よ
り
久
松
家
の
近
く
で
行
動
し、
藩
主 

の
目
に
留
ま
る
よ
う
な働
き
を
し
て
い
た
こ
と
が
素
地
と
し
て
あ
つ 

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
藩
主
や奥
方
と
の
た
び
た
び
の 

御
目
見
え
に
よ
り
、
正
雄
と
久
松
家
を
つ
な
ぐ
世
話
係
と
も
懇
意
に 

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
事実
、
井
手
家
に
は
久
松
家
の
家
令
.
家
扶 

を
務
め
た
池内
久
親
が、
正
雄
な
ら
び
に
正鄰
に
宛
て
た
書
簡
が
現

；3导

尤
石
イ
ブ̂
ス
良
ヘ
兮
：
少/

碎
；4
ュ
林
！
夕'
^
,̂
を
士
ル4

パ
作

,入違

''採-物
-
テ

4ズ在ド

V
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存
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
現
在、
井
手
康
夫会
長
の
依頼
を 

受
け
て
解読
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
書
簡
は
明
治
三
十
七 

年
か
ら
同
四
十
ニ
年
の
も
の
を
中
心
に、
八
十
通
あ
ま
り
に
の
ぼ
る 

が、
中
に
は
明
治
三
十
七
年
の
貞
恭
院
遺
稿
(
歌
集
)
に関
す
る
こ 

と
や
、
同
三
十
九
年
の
「栄
松
合
資会
社
」
解
散
の
こ
と
な
ど、
「井 

手
系図
」
に
記
さ
れ
た
事
柄
を
裏
付
け
る
記
述
が発
見
さ
れ
て
い
る
。 

詳
し
い内
容
に
つ
い
て
は、
稿
を
改
め
て
紹
介
し
た
い
。

お
わ
り
に—
考
察
と
課
題—

今
回
は
「井
手
系図
」
を
紐
解
き
、
正
雄
の
事
績
に
つ
い
て概
観
 

し
た
。
最
後
に、
こ
れ
ま
で
論
じ
た
こ
と
を
簡単
に
で
は
あ
る
が
ま 

と
め
て
お
き
た
い
。

藩
政
時
代
の
正
雄
は、
役禄
的
に
は
正
岡
家
や
秋
山
家
と
同様
の 

所
謂
下
級
武
士
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し、内
政
系
の
職
に
多 

く
就
い
て
豊
富
な
知
識
と経
験
を
得、
ま
た
巧
み
な
事
務処
理
や
人 

員
統
率、対
人
折
衝
に
能
力
を発
揮
し、数
々
の
功
を
立
て
て
い
る
。 

そ
の
一
方、
軍
事
に関
す
る
御
用
も
多
く
引
き
受
け、
長
州
へ
の
出 

陣
お
よ
び
講
和
談
判、
さ
ら
に
鳥
羽
伏
見
の戦

い
で
は将
軍
-
藩
主 

に随
行、
松
山滞
陣
中
の
土
佐
藩
兵
の応
接
係
を
務
め
る
な
ど、
激 

動
の
時
代
を
生
き抜
き、
藩
の
た
め
に
奔
走
し
た
一
面
も
「井
手
系 

図
」
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は、従
来
知
ら
れ
て
き
た
歌
人 

お
よ
び実

業
家
と
し
て
の
正
雄(真
棹
)
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
よ 

う
な
、
「も
の
の
ふ
」
の凛

と
し
た
姿
で
あ
つ
た
。
さ
ら
に
確
認
さ

れ
る
の
は、
藩
政
時
代
か
ら
の
久
松
家
と
の
信頼
関
係
の
構
築
で
あ 

る。歴
代
藩
主
の
御
供
や
御
世
話
係
を
務
め
た
だ
け
で
な
く、
久
松 

家
一
族
の
法
事
や
定
謨
公
誕
生
の
御
用
な
ど
に関
わ
り
、
召
し
出
さ 

れ
て
直々

に
褒
美
を
賜
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
た 

び
た
び
の
褒
美
に
ょ
り
、
久
松
家
の
家
令
や
家
扶
と会
う
機会
も
必 

然
的
に増
え、
こ
の
つ
な
が
り
も
久
松
家
と
正
雄
の関
係
を
い
っ
そ 

う強
固
な
も
の
と
す
る
一
因
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

廃

藩
置県

後
に
お
い
て
は
、
久
松
家
と
正
雄
の
親
密
な関

係
が 

い
っ
そ
う浮
き
彫
り
と
な
る
。
正
雄
の
同
家
へ
の
忠
誠
は廃
藩
後
も 

変

わ
る
こ
と
は
な
く、県

へ
の
度
重
な
る
出
仕辞

退
や
「栄
松
社
」 

頭
取
就
任、
お
ょ
び
そ
の
後
の
久
松
家
御
用
係
な
ど
の歴
任
は、
そ 

れ
を
如実
に
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
貞
恭
院様(定
昭
室) 

の
歌
集
編
纂
や
定
謨
室
へ
の
和
歌
指
南
な
ど、
若
干
で
は
あ
る
が
歌 

人
と
し
て
の
す
が
た
を
垣
間
見
るこ
と
も
で
き
た
。

「井
手
系図
」
は、
個
人
と
し
て
褒
美
や
功
を
立
て
た
記
述
が
多
く 

見
ら
れ
るも
の
の
、

こ
の手
の
記録
と
し
て
は
客観
的
に
書
か
れ
て 

い
る
印
象
が
あ
る
。
個
人
史
か
ら当
時
の
松
山
の
情
勢
を
も併
せ
見 

る
こ
と
の
でき
る
、
貴
重
な
記録
で
あ
ろ
う
。こ
こ
に記
さ
れ
た
藩 

士
時
代
の
正
雄
の働
き
は、総
じ
て
明
治
期
に
お
け
る
正
雄
の
久
松 

家
か
ら
の
重
用、
ひ
い
て
は
地
元
の
名
士
と
し
て
の
長
き
に
わ
た
る 

活
躍
と
地続
き
で
あ
るこ
と
を改
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

本
稿
で
は、
ま
ず
藩
士
と
し
て
の
正
雄
の
全体
像
把
握
に
力
点
を 

置
い
た
た
め、
各
項
目
に
お
い
て
隔
靴
搔
痒
の
感
は
否
め
な
い
。
ま
だ 一  22 —



ま
だ
課
題
は
山
積
し
て
い
る
が、
今
後
は
池内
久
親
の
正
雄
宛
書
簡 

な
ど
井
手
家
一
次
資
料
と
の
照
合
を
行
な
い、
年
譜
の
具体
的
な
裏 

付
け
と
捕
捉
を
行
な
つ
て
ゆ
き
た
い
。
ま
た、
歌
人
と
し
て
の
「真 

棹
」
の
活
動
や
「井
手
系図
」
に
見
ら
れ
る
井
手
家
代々

の
事
績
調 

査
に
つ
い
て
も、
井
手
正
雄
と
い
ぅ
人
物
の
核
心
に
迫
る
た
め
に
必 

要
不
可
欠
で
あ
ろ
ぅ
。

な
お、
本
稿
の
最
後
に
「井
手
系図
」
お
ょ
び
先
行研
究
を
踏
ま 

え
た
、
暫
定
版
「井
手
正
雄
年
譜
」
を挙
げ
て
お
く
。
本
年
譜
は
詳 

細
な
年
譜
を
形
作
る
た
め
の、
あ
く
ま
で
「入
口
」
で
あ
り、
今
後、 

諸
賢
の
批
正
を
請
い
な
が
ら研
究
を
進
め
て
ゆ
く
所
存
で
あ
る
。

最
後
にな
り
ま
し
たが、
今
回
の
調
査
にあ
た
り
、井
手
康
夫
氏、 

愛
媛県

立図
書
館、
坂
の
上
の
雲
ミ
ュー
ジ
ア
ム、清

水
正
史
氏、 

高
須
賀
康
生
氏、
ニ
神
將
氏(五
十
音
順)
に
多
大
な
る
ご
協
力
を 

賜
り
ま
し
た
。

こ
こ
に
記
し
て
、

心
よ
り

御礼
を申
し
上
げ
ま
す
。

【主
要参

考
資
料.
文献
(五
十
音
順
)】

「秋
山
家
譜
」(個
人蔵
)

『秋
山真
之』(秋
山真
之会
)

「井
手
系図
(系
譜)」
(伊
予
史
談会
所蔵
、
愛
媛県
立図
書
館
寄
託
ィ
52
) 

『伊
豫
偉
人禄
』(発
行
人
西
山
正
志)

「伊
予
史
談
」
第
四
十号
、
第
一
〇
七号
、
第

I

八
九
〜
九I

合併
号
 

『愛
媛県
^一

(
愛
媛県
)

「愛
媛国
文研
究
」
第
十
八号

「子
規会
誌」
第
七
十
二号
、
第
一
一
七号

『子
規
全
集』(
講
談
社)

「子
規
博
だ
ょ
り
」(松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館)19
-
3
、
26
-
4
 

「正
岡
家
系」(松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館
所蔵)

『松
山
市
史
』(松
山
市
役
所)

「松
山
叢
談
」(豫
陽
叢
書
刊
行会
)

『松
山
藩
政
史
の研
究
』(景
浦
勉
編)

「松
山
藩
役録
」(伊
予
史
談会
)
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井手正雄年譜 (暫定版 )
年1尤 一 年齡 出 来 事 藩 主

天 保 8年 
(1837)

8月8日 0 西村清 臣の長男として松山に出生。幼 名 節 太郎 、旧  
名 正 明 、本 名 正 修 ( のち正雄)。

勝善

嘉 永 3年 
(1850)

12月 15日 13

先代の井手武左衛門正寛 の長男 | 介 次 郎 、次男-太 
助 正 整 ( まさのり）、いずれも家督相続 前に死去。正 
修 ( 正雄 ) が養子となり井手家を継 ぐ。
正寛 の跡目を継 ぎ、御徒士組.御切米九石武人扶持 
を仰せつかる。

嘉 永 4年  
(1851)

10月 14
亡父正寛 拝 領の衣類の着用許可を願い出、認めら 
れる。

12月23日 江戸 御供を仰せつかる。

嘉 永 5年 
(1852)

2月28日
15

御用箱の付添を仰せつかり、銀五枚を賜る。
4月朔日 藩主の御供として江戸 へ行く  (4月20日着)。
12月28日 江戸 において勝成公の御供を仰せつかる。

嘉 永 6年 
(1853)

2月26日

16

江戸 において勝成公の御供を仰せつかる。

5月20日 江戸 滞 在中、勤務に励 んだ褒美として、銀五両 を賜
る 。

5月23日 藩主の御供として帰 松(6月 15日着)。

12月28日 帰 松の道中、勤務に励 んだ褒美として、銀六両 を賜
る。

安 政 2年 
(1855)

11月 12日 18 御勘定役となり、御切米十石高を仰せつかる。
安 政 3年 
(1856)

12月7日 19 御勘定所記録 掛リを仰せつかる。

勝成

安 政 5年 
(1858)

4月11日 21 御徒士目付役を仰せつかる。
安 政 6年 
(1859)

7月28日 22 温 恭院様 御法事御用掛を仰せつかる。

万 延 元 年  
(1860)

閏3月28日 23 明教 館御用引受を仰せつかる。
8月19日 御徒士目付役を免ぜられる。

文 久 元 年  
(1861)

6月 15日

24

御徒士目付帰 役を仰せつかる。
9月 御軍番閲 方并 鏡隊御用掛となる。
11月朔日 江戸 御供を仰せつかる。
11月28日 城内 御普請に励 んだことにより、御称 美を賜る。

文 久 2年  
(1862)

1月19日

25

在府中小使頭を仰せつかり、2月5 日松山発 。25日 
江 戸 着 。

7月 19日 貞 寿 院 様 (11代定通室)三回忌御法事御用掛を仰 
せつかる。

9月26日 将 軍家御上洛に際し、宿場休息所等の見分を命ぜ 
られる。

11月22日 御上洛の御供を仰せつかる。
12月5日 上京し、道中の宿場休息所の手配をする。
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年1[戈 年齡 出来 事 藩主

文久3年 
(1863)

1月6日

26

大阪へ向かい、太守様 の御供を仰せつかる。

勝成

2月15日 京都で勤務に励 んだ褒美として、銀六両 を賜る。
2月17日 御用につき三井寺へ行く。同19日帰 京。
5月15日 御帰 城の御供を仰せつかる。同17日京都発 、26日 

帰 松。
6月15日 御上洛御供の褒美として、金舂 両 を賜る。
9月15日 演武所御用引受を仰せつかる。
10月27日 武石加増 。常府引越を仰せつかる。
11月21日 常府引越につき、家族を松山に残 すことを願い出、 

認められ名。
11月28日 家族を松山に残 し、江戸 在勤となる。12月18日着。

元治元年 
(1864)

27

江戸 又者出入改引受を仰せつかる。
6月朔日 文武御用向引受を仰せつかる。

8月10日
定昭公、毛利家征討準備のため帰 松。御供を仰せ 
つかる。支度金六両 を賜る。（6月16日江戸 発 、9月 
17日松山着)。

11月12日
和光院様 〈12代勝善室)若御前様 〈14代定昭室)江 
戸 へ引越し。供として江戸 へ赴く。（12月28日松山 
発 、翌年2月12日江戸 着）

元治2年 
(1865)

2月23日 28 和光院様 若御前様 の江戸 引越随 行の褒美として金 
参 両 を賜る。

慶応 兀年 
(1865)

4月9日

28

若御前様 (14代定昭室)御懐 妊、誕生一件の御用を 
仰せつかる。

4月22日 定昭公大阪行の御供を仰せつかる。（閏5月5日江 
戸 発 、6月23日大阪着）

7月3日 大阪，泉州’堺にて宿寺の手配等を務め、22日に帰  
阪 (この時御目付-内 藤房之進)。

7月7日 若御前様 御誕生御用掛の褒美として銀六両 。
7月23日 定昭公の御供を免ぜられる。27日大阪発 、8月14 

日江戸 着。

慶応 2年 
(1866)

1月15日
29

江戸 詰を免ぜられる。定昭公，将 軍家の御供をし、 
費用削減に努めた褒美として金五百匹。1月29日 
江戸 発 、3月24日帰 松。

6月2日 先鋒応 援隊年番として長州へ出陣(9月5日帰 陣〉。
11月16日 演武所御用引受兼務を仰せつかる。

慶応 3年 
(1867)

1月11日

30

九州諸藩の偵察を命じられたが、長州藩との談判を 
仰せつかったため、取り止めとなる。

1月26日
長州行を命ぜられる。27日松山発 、2月4 日防州三 
田尻着、8日まで滞 留し9日三田尻発 、10日帰 松。 
この時応 接役として、捕虜の引渡しを行なう。応 接 
役、木戸 準一郎(孝允)ら。



年ィ 年齡 出来 事 藩主
2月16日 家老津田十郎兵衛に付添、再び長州へ向かう。（24 

日着、3月3日帰 松)御目付-河東権 之丞ら三名

3月13日
長州への使者として、防州三田尻へ向かう。14日松 
山発 、17日三田尻着。23日まで滞 留し、24日夜に 
帰 松。

勝成

慶応 3年
7月28日

30

若殿様 (定昭公)上京につき、御供を仰せつかる。在 
京中小使頭兼務を仰せつかる。9月4日京都着。け 
定昭、ニ条 城で家督相続 ）

(1867) 9月19日 爽粛 院様 (11代定通)三十三回忌御法事御用係を 
仰せつかる。

9月20日 演武所御用引受兼務を免ぜられる。（ホ9月23日、 
定昭老中就任） 定昭

12月12日 度々 の長州行への褒美として、定昭公直々 に着物を 
賜る。特例也。

同日夜 定昭公、将 軍に随 行し大阪へ向かう。大阪へ先発 す 
る(翌日着)。

1月7日 大阪から堺へ行き、軍艦にて帰 松。同11日松山着。
慶応 4年 2月3日 松山滞 陣中の土佐藩兵の応 接係を仰せつかる。
(1868) 
〜9月7日 6月19日

勝成公御出京につき、御供を仰せつかる。在京中、 
御手廻頭兼務を仰せつかる。26日松山発 、7月5日 
京都着。

10月8日
31 勝成公京都円山遊覧 の御供をし、召し出されて直々  

に御酒御料理を賜る。特例也。
明治元年 
(1868)
9月8日~ 12月4日

家老日下部要人に召し出され、勝成公の格別の褒 
美の言葉を賜り、出京以来 御供在勤の褒美として金 
七両 を賜る。特例也。

12月 藩へ金春万匹、武十五両 を献 上する。
1月5日 勝成公に随 行し、帰 松(9 日着）
1月10日 社寺方御用係兼務^:なる。
1月12日 武石加増 される。 勝成
1月14日 巡察使御用引受を仰せつかる。

明治2年 2月晦日 32 在京中勤務に励 んだ褒美として着物を賜る。
(1869) 3月15日 総 教 局御用掛兼務を仰せつかる。

5月14日 市勇隊隊長兼務を仰せつかる。
6月12日 在役中準士格に昇進、春人扶持を加えられる。
8月12日 知藩事勝成より、御国 政御改革取閲 御用掛，下男頭 

を命ぜら九る。
12月2日 社寺方御用係を免ぜられる。

明治3年 
(1870)

3月23日 政務改革によリ市勇隊を解放、隊長を免ぜられる。
閏10月16日 33 藩政改革により非役士族となる。
10月17日 権 少属 主計係を仰せつかる。
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年1 年齡 出来 事 藩主

明治3年 10月22日
33

藩の歳 入歳 出表明細書を朝廷に届 けるための取閲  
御用掛を仰せつかる。 勝成(1870)

12月3日 久松家御新邸御上棟につき、御祝儀として反物皂 卷 
を齒る。

1月24日 少属 に昇進、引き続 き主計掛を仰せつかる。
2月5日 実 名を「正雄」と改める。 定昭明治4年 

(1871) 3月15日 34 藩政改革のため、兵庫，堺の港を視察(3月19日松 
山発 、7月2日帰 松)。

8月27日 亡夫正寛 拝 領の衣類一式を長男正鄰 も着用できる 
よう、久松家御家政寮に願い出て許可される。

明治5年 3月20日
35

松山県 が石鉄 県 となり、新しい官員に会 計課の事務 
引継 を行なう。同29日、事務取扱を免ぜられる。

(1872)
8月 久米浮穴両 郡の治水工事について石鉄 県 庁 へ上申 

書を送る。
明治6年 
(1873) 2月7日 36 石鉄 県 第十五大区 副区 長となるが、即 日辞 職願を 

提出、12日免職。

明治7年 
(1874)

3月31日 長男正鄰 〈17歳 3ヶ月）に家督を譲 る(4月4 日聞届 ）
4月

37 県 庁 より県 内 学 校取締役を申し付けられるが、病気  
を理由に辞 退。

2月2日
愛媛県 十三等出仕権 少属 （月給27円)租税 課専 務 
地理掛を申し付けられたが、辞 表を出す(同7 日免
職)。

明治8年 
(1875)

3月3日

38

久松家御家扶池内 久親よリ定謨様 御生育補佐役を 
依頼 され、家族で東京に来 るよう言われるが、病気  
を理由に県 庁 の出仕を断 っており、暫くは受けられ 
ないことを伝 える。久親はこの件は当 分依頼 せず、 
商業分野で力を発 揮して欲しい旨を伝 える。

3月24日 久松家を中心とした士族出資の金融会 社「栄 松社』 
の頭取を命ぜられ、引き受ける。

4月28日 「栄 松社」開業。
9月17日 勝成公来 松。10月17日東京へ帰 る際、御祝儀金 

武千匹を賜る。
11月30日 松山町学 校への寄付金により、県 庁 から賞誉 あり。

明治9年 
(1876) 8月11日 39

久松家御家政寮へ存意書を差し出す(士族の窮乏 
を訴え、主従 一丸となって難局を乗 り切る必要があ 
ることなどを記す)。

明治10年 
(1877) 1月24日 40 栄 松社創設以来 頭取の任に励 んだことにより、久松 

家より金百円を賜る。

明治11年
(1878)

1月22日 41
栄 松社ー ヶ年の帳簿を久松家御家政察に差出、褒 
美として金五十円を賜ることとなったが辞 退する。に 
の時の御家扶'河東坤）

5月7日 久松家御用掛"栄 松社専 務を仰せつかる。



年代 年齡 出来 事
明治14年 6月ごろ 44 愛比売 新報の和歌選者となる(①〉。
(1881) 9月22日 栄 松社の業務に励 んだことにより着物を賜る。
明治14,15年 
(1881〜82) 
ごろ

44-5 秋山真 之に和歌を教 える(②〉。

4月1日
栄 松社の運営 状 況を久松家に報告するため上京。5 
日着。勝成公より金三十円を賜る。5月2 日東京発 。 
鎌倉江ノ島、甲州身延山などに立ち寄り15日帰 松。

明治16年 
(1883)

11月4日 46 定謨公と島津家貞姫 様 縁 組につき、御酒，御料理" 
金五百匹を賜る。

11月9日 定謨公フランス留学 につき27日に召し出され、着物 
を賜る。

11月27日 貞姫 様 より織物一反、金二百匹を賜る。
明治17年 
(1884)

4月27日 47 栄 松社の業務に励 んだ褒美として反物一疋を賜る。

明治18年 
(1885)

4月2日 栄 松社の業務に励 んだことにより、月給金武円五十 
銭 増 額。

7月 48 正岡子規に和歌の手ほどきをする(③
7月25日 高知県 へ達する国 道開鑿のため、金五十円を寄附 

する。
明治20年 
(1887)

3月24日 50 久松家取扱三級^:なる。

2月 伊予尋常中学 校設立のため金百円を寄附する(正 
雄も発 起人の一人)。
明治16年より松山尚 歯 会 幹事、明治21年より伊予 
教 育義会 開設委員に当 撰。

明治21年
7月10日

51

久松家家令"池内 久親に栄 松社頭取の辞 職願(井 
「上』正雄と写 し違えている)提出。9月10日受理さ 
れる。その際、年金50円を賜る。

(1888) 9月12日 副頭取に事務引継 を行なう。慰労 金120円をもらう。
9月20日 伊予尋常中学 校設立に尽 力したことにより、県 庁 か 

ら賞誉 あり。
9月24日 東京常詰を仰せつかる(給金26円）。
11月18日 妻テルとともに松山を発 つ（27日着京)。
12月31日 勝成公より着物を賜る。
1月10日 病気 のため、御用掛，池内 久親に東京常詰の解任 

願を提出。24日解任。
明治22年 
(1889)

8月13日 52 正鄰 が上京、19日に共に日光山へ行く。正鄰 は26 
日に帰 松。

9月12日 久松家御用掛となるが、11月に免職を願い出る。1 
2月16日解任。



年1弋 年齢 出来 事

明治23年 
(1890)

2月2日
53

東京出立、その際、御後室様 (定昭室)ならびに貞姫  
様 より直々 に反物づ酉，料理，金五百匹等を賜る（2月 
5 日帰 松)。

3月25日 四国 新道開鑿工事費として金五十円を寄附し、木盃 
一個を下賜される。

明治24年 
(1891)

5月

54

御後室様 (定昭室)より、以前真 棹が奉呈した和歌 
の返歌を賜る。

9月 延齢 会 を開設し、幹事となる。

12月
定謨公フランスより帰 朝。6日、迎えとして神戸 へ渡 
る。その後上京し長坂栄 町の御邸へ赴き、29日東 
京を発 つ(31日帰 着)。

明治25年 
(1892)

8月

55

定謨公、御廟拝 のため帰 郷 。滞 留中御用向を務め、 
金千匹を賜る。

11月9日 定謨公貞姫 様 の結婚式御執行、御祝儀金五百匹を 
賜る。また12日に御料理を賜る。

11月25日 松山紡績株式会 社の創立委員となる。
12月17日 この頃、海南新聞和歌募集の選者となる(④〉。

明治26年 
(1893)

1月17日

56

松山紡績株式会 社株主総 会 において監査役となる。
1月 伊予鉄 道会 社株主総 会 において区 線交渉 の調査委 

員となる。
2月23日 伊予鉄 道会 社定式総 会 において常議員となる。
6月22日 伊予鉄 道会 社株主臨時総 会 において相談役となる。

11月12日
久松公より旧 松山藩の諸制度や維新前後の事蹟を 
取調るよう申し付けられる。同務に内 藤素行づ可東 
坤 -藤野漸ら5名。

明治27年 
(1894)

1月11日

57

久松公よリ栄 松合資会 社頭取を仰せつかる（月給2 
5円）。

1月21日 松山紡績株式会 社監査役を辞 任する。

1月31日 栄 松合資会 社頭取就任につき、旧 藩事蹟取調委員 
の任を解かれる。

明治28年 
(1895)

3月25日 58 定謨公清 国 出陣につき、広 島まで見送りに行く(4月 
2日帰 松)。

明治29年 
(1896)

3月7日

59

定謨公伏見宮貞愛親王ロシア皇帝戴冠式出席につ 
き、神戸 まで見送りに行く（17 日帰 松)。

3月24日 先般の定謨公帰 国 の御心祝と1-て着物を賜る。
8月7日 殿様 ロシアより帰 国 のため、神戸 に出迎え(8月12 

日帰 松)。
9月30日 帰 国 の御心祝として、金千匹を賜る。

明治30年 
(1897)

5月20日 60
久松家分家|定靖様 病気 危篤につき上京、6月1日
丨 雇ね。

7月 松山紡績株式会 社よリ銀杯1個を受ける。

— 29 —



年1弋 年齢 出来 事
明 治 30年 
(1897) 12月24日 60 東京栄 町の久松邸御新築につき、御祝として石灯 篝  

一基丟 献 上。

明 治 31年  
(1898)

4月23日

61
松山尚 歯 会 より感謝状 を受ける。

5月15日 久松家栄 町御新邸落成の上棟式に参 列（6月14日 
着)。帰 途、尾張国 洞雲院"伊勢神宮などに参 詣。

6月29日 久松家御新邸上棟式。記念の銀杯2個を賜る。
明 治 32年  
(1899)

3月12日 62 九州各地を遊歴 (3月30日帰 松)。
5月 定武様 端子の御祝儀金千匹を賜る。

明 治 34年  
(1901)

6月30日

64

勝成公古稀祝賀会 出席のため上京(7月2 日着）。 
度々 勝成公と面会 、御料理-御酒，御茶|着物-反物 
などを賜る。7月20日出京、23日帰 松。

7月16日
在京中、御後室様 (定昭室)より奥 方様 (定謨室)の 
和歌指南を依頼 される。一旦辞 退するが懇請され引 
き受ける。この時反物などを賜る。

12月9日 栄 松合資会 社頭取の辞 任願を久松家御家扶に差し 
出す。

明 治 35年  
(1902)

1月

65

御奥 方様 二人より秋田織一反を賜る。
1月11日 栄 松合資会 社頭取を免ぜられ、監査役となる。
1月16日 栄 松合資会 社頭取の任に励 んだとて、金五十円を 

處る。

7月27日 久松家分家久松定省様 より反物一反を賜る。
5月15日 旧 藩の事蹟取調に尽 力したとして、金武円五十銭 を 

賜る。

8月4日
定謨公、仏 国 公使館附武官代理に任ぜられ帰 松す 
る。松山滞 在中御用係を務め、金十五円を賜る。13 
日松山を発 つ。

8月27日 定謨公渡仏 につき神戸 にて見送り。24日松山発 、2 
7日神戸 着。28日帰 松。

9月9日 久松家家令より久松家松山御別邸詰首座事務取扱 
を命ぜられる。

明 治 36年  
(1903)

3月20日

66

大阪大博覧 会 見物のため、家族と旅行。大阪-京 
都 -大津^宇治 "奈良 "堺などへ行く。4月1日帰 松。

4月17日 定謨公奥 方貞子様 渡仏 につき、神戸 へ見送り。25 
日帰 松。

11月25日 延齢 会 より金十円を受ける。

明 治 37年  
(1904)

2月13日

67

日露戦 争 への恤兵義捐金百円を出す。

2月28日
御後室様 (定昭室)、病気 危篤により上京するも到着 
前に逝去(3月1日着）。通夜および埋葬-法要の御 
用を務める。

3月15日 滕 成公より御慰労 として御茶を振る舞われる。19日 
法要。20日東京発 、23日帰 松。

5月20日 貞恭院様 (定昭室)御遺物として、着物を賜る。
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年‘ 年齢 出来 事
明治37年 
(1904) 9月1日 67 定謨伯爵(在仏 )より、貞恭院様 歌集の編纂を命ぜ 

られる。
2月13日 久松家松山御別邸詰首座事務取扱の任を解かれ、 

金五十円を搞 る。

明治38年 
(1905)

5月 久松家御子様 方より反物一反を賜る。
5月 68 国 庫債券金に千円応 募する。
11月23日 松山紡績会 社より銀杯1個を受ける。
12月27日 松山紡績会 社より創業以来 の功労 金として金六十 

円を寄贈される。

2月17日

貞恭院様 (定昭室)三回忌法要につき上京。27.28 
日法要。3月4 日出京の際、勝成公より着物-帯 地な 
どを賜り、御子様 方より金二十円その他多くの品々  
を賜る。さらに貞恭院様 所有の銀杯などを賜り、8日
帰 松。

明治39年 
(1906)

8月13日 定謨公帰 国 につき神戸 へ出迎え。御料理"金三千匹 
を賜る。19日帰 松。

9月4日
69 栄 松合資会 社頭取歌原誠、病気 により出勤できず。 

兼ねてから同社閉鎖の計画 があり、正雄が頭取代 
理を務め解散事務を進める。

10月1日 栄 松社清 算人を命ぜられる。
3月19日 日露戦 争 恤兵義捐金への賞として木盃一組を下賜 

される。
11月25日 栄 松合資会 社任意解散。終身年金百円、特別手当  

五百円を賜る。

明治40年 5月14日
70

定謨公奥 方様 、御廟拝 のため帰 松。土産として羽織 
地を賜る。

(1907) 5月28日 定謨公奥 方様 上京。奥 方様 の御詠草を加筆したこと 
により、着物，反物など数 々 の品を賜る。

明治41年 
(1908)

3月16日 71 松山市尚 歯 会 の幹事総 代の辞 退を申し出るが慰留 
され、名義のみ貸すこととする。

明治42年 7月31日 72 海南新聞に最後の選「納涼 」が掲 載される(④〉。
(1909) 8月10日 死去。長建寺に葬られる。享年72。

【参 考資料】 ①「愛媛国 文研 究」第18号  ②『秋山真 之』
③『子規全集』 ④「子規会 誌」第72号
本その他は全て「井手系譜」
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電話  9 4 5 —1309
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